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８．会議の経過 

 令和７年３月１４日（金）午後１時０１分開議 

○委員長（甲斐俊光君） ただいまから予算審査特別委員会を開会いたします。 

 これより議案の審査を行います。 

 議案第２１号、令和６年度我孫子市一般会計補正予算（第１２号）について、当局の説明を求め

ます。 

○財政課長（加藤靖男君） 議案第２１号、令和６年度我孫子市一般会計補正予算（第１２号）に

ついて御説明いたします。 

 補正予算書の１ページを御覧ください。 

 今回の補正は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ３億３，５００万円を減額し、予算総額を

４９１億２，７００万円とするものです。 

 ６ページを御覧ください。 

 第２表繰越明許費補正は、繰越明許費の追加と変更を行うもので、このうち主な項目について御

説明いたします。 

 追加の表の最下段、款９教育費、項３中学校費の中学校施設整備事業は、久寺家中学校の屋上防

水外壁等改修工事及び工事監理業務委託について、当初は令和７年度に予算を計上して実施する予

定でしたが、国の令和６年度補正予算による補助金の活用に向け、前倒しで令和６年度予算に計上

することから年度内の完了が困難なため、繰越明許費として２億２，４５２万９，０００円を計上

します。 

 変更の表の款７土木費、項２道路橋りょう費の道路新設改良事業は、土谷津地区の道路整備に係

る詳細設計業務について、柏市との行政界の調整に時間を要したことや、布佐中学校入り口交差点

改良工事に係る道路拡幅工事及び信号機設置工事について、地権者との調整に時間を要したことか

ら年度内の完了が困難なため、既に繰越明許費として計上している４，０００万円に５，８６３万

２，０００円を追加し、合計で９，８６３万２，０００円に変更するものです。 

 ７ページを御覧ください。 

 第３表地方債補正は、地方債の限度額を変更するものです。 

 起債対象事業費の減に伴う減額が中心となりますが、下から２つ目の中学校施設整備事業は、国

の補正予算を活用し、久寺家中学校屋上防水外壁等改修工事を実施するため、起債限度額を増額し

ます。 

 次に、事項別明細書により、歳入の主な項目について御説明いたします。 

 １３、１４ページを御覧ください。 

 款１市税、項１市民税、目１個人の個人市民税現年課税分は、直近の調定や収納の状況を踏まえ、
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１億１，０００万円を増額します。 

 １５、１６ページを御覧ください。 

 款４配当割交付金、１７、１８ページに移りまして、款５株式等譲渡所得割交付金、款６法人事

業税交付金、款７地方消費税交付金は、千葉県から示された交付額見込みを踏まえ、それぞれ１億

３，１００万円、１億８，９００万円、３，５００万円、２億円を増額します。 

 １９、２０ページを御覧ください。 

 款１１地方交付税の普通交付税は、追加交付があったことに伴い、５億４，８２１万６，０００

円を増額します。 

 ２５、２６ページを御覧ください。 

 款１５国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金、節７児童福祉費負担金のうち児童

手当負担金は、交付対象事業費の減に伴い、１億３，４４２万２，０００円を減額します。 

 その下の子どものための教育・保育給付費負担金は、交付対象事業費の増に伴い、１億９，６５１

万円を増額します。 

 項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金、２８ページに移りまして、節４物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金は、交付額の決定に伴い、１億３，９７０万円を増額します。 

 ２９、３０ページを御覧ください。 

 目７教育費国庫補助金の学校施設環境改善交付金は、国の補正予算を活用し、久寺家中学校屋上

防水外壁等改修工事を実施することに伴い、５，０５６万６，０００円を計上します。 

 ３３、３４ページを御覧ください。 

 款１６県支出金、項２県補助金、目８教育費県補助金、節１教育総務費補助金のうち、３６ペー

ジに移りまして、（仮称）千葉県ＧＩＧＡスクール構想加速化基金補助金は、当初予定していた県

から市を経由した事業者への補助金交付について、市を経由せず県から事業者へ直接交付となった

ことに伴い、３億６３万円を減額します。これに合わせ、歳出、教育費において同額を減額いたし

ます。 

 ３７、３８ページを御覧ください。 

 款１８寄附金、項１寄附金、目１一般寄附金のうち、ふるさと納税寄附金は、直近の収納状況を

踏まえ、１，９００万円を増額します。 

 款１９繰入金、項２基金繰入金、目１財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の収支差額として

１５億５，７００万円を繰り戻します。歳出の積立金と合わせますと、令和６年度末残高は３６億

６，３００万円となる見込みです。 

 ４１、４２ページを御覧ください。 

 款２１諸収入、項５雑入、目１雑入、４４ページに移りまして、節２５資源化事業収入の回収資
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源売払収入は、売払い単価が当初の見込みを上回るため、４，０００万円を増額します。 

 ４６ページを御覧ください。 

 同じく節６２新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金は、ワクチン接種事業費の減に伴い、

１億８７３万円を減額します。 

 ４７、４８ページを御覧ください。 

 款２２市債、項１市債、目７教育債、節２中学校債の中学校施設整備事業債は、国の補正予算を

活用し、久寺家中学校屋上防水外壁改修工事を実施することに伴い、１億６，０７０万円を増額し

ます。 

 次に、歳出の主な項目について御説明いたします。 

 ５１、５２ページを御覧ください。 

 款２総務費、項１総務管理費、目５財政管理費の最下段の丸、基金積立金のうち、減債基金積立

金は、追加交付された普通交付税の一部を令和７年度と令和８年度の臨時財政対策債償還分として

積み立てるため、１億８，６０５万３，０００円を増額します。 

 ５５、５６ページを御覧ください。 

 目１１電子計算情報管理費の電算管理運営費は、基幹システムの標準化に当たり、令和６年度に

予定した役務及び機器購入を実施しないことなどにより、７，５７７万３，０００円を減額します。 

 ５７、５８ページを御覧ください。 

 項２徴税費、目１税務総務費の下から３つ目の丸、定額減税補足給付金給付事業は、事業費の確

定に伴い、６，８８２万６，０００円を減額します。 

 ６１、６２ページを御覧ください。 

 款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費のうち、６４ページに移りまして、最下段の

丸、特別会計繰出金のうち国民健康保険事業特別会計繰出金は、国や県から受け入れた国民健康保

険基盤安定負担金が増加したことや国民健康保険事業の財政の健全化を図るため、一般会計から１

億円を繰り出すことなどにより、１億２，１３６万７，０００円を増額します。 

 ６９、７０ページを御覧ください。 

 項２児童福祉費、目２児童措置費の児童手当支給事業は、支給対象児童数が当初の見込みを下回

ったことなどにより、１億２，１０８万９，０００円を減額します。 

 目３児童保育費の一つ目の丸、保育園児童保育委託事業と、３つ目の丸、子ども・子育て支援給

付は、公定価格の増額改定や処遇改善等加算の加算率の増加などにより、それぞれ２億３，０７０

万６，０００円と、９，５７９万１，０００円を増額します。 

 ７５、７６ページを御覧ください。 

 款４衛生費、項１保健衛生費、目２予防衛生費の２つ目の丸、感染症対策事業は、高齢者新型コ
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ロナワクチンと帯状疱疹ワクチンの接種者が当初の見込みを下回るため、１億７，４３０万円を減

額します。 

 ８９、９０ページを御覧ください。 

 款７土木費、項３都市計画費、目３街路事業費の下ヶ戸・中里線等道路改良事業は、道路詳細設

計業務に時間を要しており、令和６年度末までの用地買収が困難になったことから、３，２７７万

３，０００円を減額します。 

 ９１、９２ページを御覧ください。 

 目８公共下水道費の下水道事業会計繰出金は、令和５年度流域下水道維持管理負担金の精算に

伴い一般会計の負担額が減少したことなどにより、下水道課分と治水課分を合わせて６，０６３

万９，０００円減額します。 

 １０１、１０２ページを御覧ください。 

 款９教育費、項３中学校費、目３学校施設管理費の２つ目の丸、中学校施設整備事業は、国の令

和６年度補正予算における学校施設環境改善交付金を活用し、久寺家中学校の屋上防水外壁等改修

工事を実施するため、２億２，３２０万円を増額します。 

 １０９、１１０ページを御覧ください。 

 項５保健体育費、目３体育施設費の２つ目の丸、五本松運動広場整備事業は、アドバイザリー業

務委託、地質調査及び測量調査業務委託について、執行見込みを基に１，１６８万１，０００円を

減額します。 

 以上で説明を終わります。十分な御審議の上、御可決いただきますようお願いいたします。 

○委員長（甲斐俊光君） 以上で説明は終わりました。 

 これより議案第２１号に対する質疑を許します。 

○委員（坂巻宗男君） そうしたら、２ページで総括表的なところで議論できるので、ここでいき

たいと思いますが、説明にもあったんですけれども、配当割交付金と株式譲渡所得割の交付金がそ

れぞれ１億円を超える額で増加しております。過去の事例などを調べても、ここでかなりの伸び率

になっているかなというふうに思うんですが、今年度ここでこの２つが伸びた要因ということにつ

いてお聞かせください。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） まず配当割交付金なんですが、こちらは株高ですとか株式投資の

活性化に伴いまして、配当割、そもそも税として徴収する分が増加をしている、その分を市町村に

対して割当てがありますので増加をしているということです。株式譲渡所得割交付金についても同

様でして、基本的には株高、それから投資の活性化によるものと考えています。 

○委員（坂巻宗男君） ２０２４年からＮＩＳＡが拡充されたなんていうことも影響しているのか

なと思うんですが、一方でＮＩＳＡそのものは非課税ですから、ここに反映されるものではないん
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だろうなと思うんですけれども、この額というのは、いわゆる我孫子市の市民の方が純粋に株など

をやったことが反映をされているのか、あるいは県なり国なりで均等に配分されてくるのか、その

辺はいかがなんでしょうか。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） どちらも県が課税主体になりますので、県として徴収した税金を

市町村に割合に応じて案分をされるものです。ですので、我孫子市民の譲渡益がこれだけあったか

ら交付をするという性質のものではありません。 

○委員（坂巻宗男君） そうすると、県の割合というのは、いわゆる人口とか、そういった割合と

いうことで考えればよろしいですか。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） 市町村に対しましては、市町村の個人の県民税の額に案分をして

交付をされます。ですので、基本的には、市町村の住民が納付をした割合に応じて交付をされると

いうことです。失礼しました。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 ですから、我孫子市の方が取り立てて今年、２０２４年度、令和６年度たくさん株をやっていた

というわけではないんだろうと思うんですけれども、ただ、やはり全国的にそういう傾向がある中

で、千葉県もそういった傾向があって、我孫子市にもそういった配当が入ってきている。 

 ちょっと、私、過去の決算などを見てみましたところ、令和６年度末が配当割交付金が２億

６，６００万円、株式譲渡所得割交付金が３億円ということで、恐らくこの３月末ですから多少の

違いはあるにせよ、決算でもこのぐらいの数値になるんだろうと思うんですね。 

 過去を見てみると、配当割交付金などは令和３年度が１億４，０００万円、令和４年度が１億

３，２００万円、令和５年度が１億４，９００万円という形で、株式譲渡所得割の交付金が令和３

年度が１億８，０００万円、令和４年度が１億５００万円、令和５年度で１億７，９００万円とい

う形なので、かなりここで、この２つの項目は伸びたなというふうに見ています。 

 これは、今後やはり傾向として、日本全体で今、いわゆる貯蓄よりも、ある意味では資産活用の

ほうに目を向けていこうというような、全体の流行というか潮流というか雰囲気というか、そうい

ったものがある中で、この辺は今後も市の財源としてある程度、伸びていくような、そういう見立

てを財政課のほうではしているのか、その辺はいかがなんでしょうか。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） 基本的には委員おっしゃるとおり、今後、伸びていくのではない

かと、このままでいけば伸びていくのではないかと思います。 

 ただ、今、いっとき株高、日経平均株価も最高値を更新したりですとか、株式投資は活発なとこ

ろがありますけれども、景気の動向にかなり大きく左右される部分がありますので、そのあたりは

我々としても注視をしていく必要があると思っています。 

○委員（内田美恵子君） 補正予算書の１３ページの市税についてお尋ねしたいと思います。 
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 まず、個人市民税についてですけれども、個人市民税は、言うまでもなく我孫子市の歳入の根幹

でありますから、個人市民税の動向が市の財政に大きな影響を与えると思います。３月補正予算で

すから決算見込みということで、令和６年度、また、近年の個人市民税の動向についてお尋ねした

いと思います。 

 令和６年度の個人市民税の決算見込額が８４億８５８万３，０００円となり、予算現額を上回る

ために１億１，０００万円の増額補正となっておりますけれども、厳しい財政状況の中で、微増で

あっても増収というのは本当にありがたいなと思うんですけれども、増収となった要因について、

少し詳しく説明をお願いしたいと思います。 

○課税課長（飯塚直則君） 個人市民税につきましては、やはり所得割の部分で、近年の物価高騰

に対する賃金なり給料なりのベースアップが、当初予算の見込みよりも、やはり増加しているとい

うところで一応分析はしております。 

 あと、納税義務者数も、やはり増加傾向にありますので、そういった部分で総体的に１億１，０００

万円程度の増額になる見込みと考えております。 

○委員（内田美恵子君） １つには賃上げの影響というか、あるというふうに思うんですけれども、

その賃上げの影響という面で考えると、我孫子市の個人市民税の納税義務者の割合を見てみますと、

約７６％が給与所得者が占めているというふうに、市税概要を見ると、これは令和５年度なんです

けれども、そうなっているんですね。 

 そういうところから考えると、もう少し我孫子市の個人市民税は伸びてもいいのかなというふう

には感じるんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○課税課長（飯塚直則君） 令和６年度の見込みとしましては、最終的に８４億円程度の増加にな

るとは考えておりますけれども、今後、やはり納税義務者数自体が増加傾向にありますので、あと、

令和６年中も、先ほど申し上げました賃上げ等のベースアップ部分もかなり大きく影響するかと思

いますので、令和７年度の当初予算でも増加する見込みで一応予算のほうは計上させていただいて

おります。 

○委員（内田美恵子君） 我孫子市の個人市民税の、先ほども言いましたけれども、納税義務者の

中の給与所得者の割合が４分の３以上を占めているという状況を考えると、これから賃上げの影響

がもう少し個人市民税に出てきてもいいのだろうと、出てきてほしいなというふうに思っています。 

 それで、近年の個人市民税の動向を見てみますと、微増という状況が続いているんですけれども、

少子高齢化社会の中で歳出はもう年々増大しているわけですよね。その一方で、歳入の根幹である

個人市民税が微増という状況ですと、どうしても財政が厳しくなるというのは当然のことだと思う

んですけれども、ずっと微増という状況に対して、担当としてはどういうふうに考えていらっしゃ

いますか。 
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○課税課長（飯塚直則君） やはり、今、委員おっしゃられたように、直近コロナ禍以降ですけれ

ども、給与所得者の割合が高い我孫子市としては、少しずつ社会情勢等の部分でも経済が回復傾向

にあることから、令和４年以降は、委員おっしゃるとおり微増傾向で推移してきていると考えてお

りまして、今後も昨年の令和６年中の状況を鑑みましても、令和７年度までは、やはり同じような

形で微増というような形で増えていくだろうというふうには考えております。 

○委員（内田美恵子君） 私は微増という状況がこのまま続いていくと、もっと財政的には大変に

なるんだろうなというふうに思っていますので、歳入の根幹ですから、何とか個人市民税を、ずっ

と言っていることなんですけれども、増やすことを徹底的に市としても考えていただかないと困る

なと思っているんですが、そんな中で、どうしてこういう状況になっているのかという構造的な原

因みたいなものも、ぜひ、歳入のほうでは、収税課のほうでは考えて分析していただきたいなと思

うんですが、その辺いかがでしょうか。 

○副市長（渡辺健成君） 個人市民税につきましては、当然、人口における昭和４０年代から５０

年代に急増したときの方がたくさん、個人１人当たりとして納税をしていただいた時期というのは、

かなり税収も多かったです。ただ、少子高齢化が進む中で、たくさん納税された方が年金所得者に

なるということで、そういった部分では１人当たりの納税額が減っていくと。 

 そういう中で、市としましては、若い人の定住化ということで進めているわけなんですけれども、

若い方ですと、住民として人口は増えても納税額に直接、直結はしませんので、長く住んでいただ

いて、だんだん所得が上がっていって１人当たりの納税額が増えていくと、そういった状態に持っ

ていかないと、なかなか税収として伸びていくというのは難しいと思いますので、その辺のところ

は市として努力はしているんですけれども、税率改正とか特殊な要因がない限り、一遍に税収を増

やすというのは現状では難しいと思うんですが、ただ、できる限りの施策をして個人市民税の増加

につなげていく取組はしていく必要があると考えています。 

○委員（内田美恵子君） すぐに税収が増えるということはないと思うんですけれども、例えば人

口のことだとか人口の年齢構成のことだとか、その辺をしっかりと分析しながら、やはり住宅都市

ですから、その中で人口が当然流動していかないと歳入もなかなか増えないということなので、最

近、市で例えば我孫子の魅力を発信したりだとか子育て支援策に力を入れてきましたけれども、そ

れらの効果が出始めているのか、これから数年後には出始めるだろうかとか、そういうことを例え

ば人口だとか年齢構成と合わせて考えていただくというか分析していただくと、この先の歳入の見

込みが少し、今、やっている施策が個人市民税なり市税の増収につながっていく方向性にあるのか

とかいうことも検証していただかないと、このままずるずるいくと本当に大変だなという危惧感を

持っていますので、その辺はぜひ、ただ、市税を収税するというだけでなくて、市の財政の中の歳

入分析というか、個人市民税だったら個人市民税、どういう層が我孫子市で納入していただいてい
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るのかとか、そういうことまで調べていっていただいたほうが、この先の政策を打つ場合も的確な

施策が打てるのではないかなというふうに、大変難しいことですよ、ただ、難しいことですけれど

も、そういうところまで落とし込んでやっていかないと、なかなか単なる結果論として税収が増え

たというようなことは、もうあり得ないと思うんですね。 

 ですから、本当に危機感を持って、特に個人市民税はどうしていったらいいかというようなこと

をお考えいただきたいということです。その辺、御答弁、お願いしたいと思います。 

○副市長（渡辺健成君） 住民の方の転入転出は、どういう所得層の方が転入転出しているかとい

うところを捉えるというのは、非常に難しいかと思います。 

 例えば昭和４０年代から５０年代の大規模開発で住宅団地ができて、多くの方が転入していただ

いたというような場合であれば、ある程度の所得がある方でないと持家を持つことができないとい

うことで想定はできるかもしれないんですけれども、現在、そういった大きな開発がない中で、住

民の方の出入りはあっても、どの所得層の人がどれだけ増えたかというのをつかまえるというのは、

なかなか簡単なことではないと思うんですが、委員おっしゃっていることはよく分かりますので、

できるだけ若い方の定住が、税収的にもどういった影響が出ているか、そういったところも、でき

る限り把握に努めて、今後の市の定住化策とか、そういったところにも生かしていけるようにして

いきたいと思います。 

○委員（内田美恵子君） どういう所得層の方が人口の中でどのぐらいの部分を占めているという

ことよりも、年代層とか、どの年代の方がどのぐらい、今、入ってきたとか入っているとかいうよ

うな、どちらかというと、そういうところとのつながりを見ていただきたいなと。 

 おっしゃるように、所得層の方を把握するというのは、なかなかできないというか難しいんだろ

うなと思いますので、人口の年齢構成みたいなのは把握できるんではないかなと。そういうところ

と税収なんかのつながりを考えていただくと、どういう年齢層に対して、どういう施策をすると我

孫子に転入していただけるのかとか、その結果として税収が増えていくのかとか、そういうことに

考えがつながっていくのかなと思いますので、その辺は研究して、これから試みていただきたいと

思います。これは要望です。 

 次に、法人市民税についてなんですが、法人市民税が３，０００万円の減額補正で、決算見込額

が４億２，４２８万８，０００円となっているんですが、この減額補正となった理由についてお聞

かせください。 

○課税課長（飯塚直則君） 令和６年度のまず当初予算のほうなんですけれども、当初予算編成時

におきまして、令和４年度の決算と令和５年度の決算見込み、そちらを確認していたところ、令和

３年のコロナ禍から徐々に回復傾向に、増加にちょっと転じる傾向がありましたので、当初予算と

しましては、令和５年度の最終予算から３，０００万円程度増加してくるだろうというところで、
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４億５，０００万円の当初予算を組みました。 

 今年度に入りまして、申告が上がってきている状況を見る中で、件数は若干増えてはいるんです

が、申告税額が減少してきているというところで、今年度の４億５，０００万円に達するのは厳し

いというところで３，０００万円の減額をさせていただいております。 

○委員（内田美恵子君） それで、令和６年度の決算見込みにおける法人市民税の市民税に占める

割合が、計算してみると４．８％となっているんですけれども、これは以前に比べると、市民税に

占める法人市民税の割合は、以前よりはずっと低くなっているんですが、この数年で見ますと、令

和３年が４．１％、令和４年が４．５％、令和５年が４．５％、そして令和６年度の決算見込みの

段階で４．８％と、僅かではありますが上昇しているように思うんですけれども、先ほどちょっと

お話もありましたけれども、ここ数年、法人市民税の市民税に占める割合が上昇している要因とい

うのは何かあるんでしょうか。もともと法人市民税は本当に低いのであれなんですが、ちょっとで

も伸びてきているのかなという感じがしているんですが、その辺はいかがなんでしょうか。 

○課税課長（飯塚直則君） 予算額のパーセンテージですと、やはり市税全体に対するパーセンテ

ージですので、ほかの税目である税額の増減にも左右されることになるかと思います。 

 令和６年度は若干４．８％ということで、割合としては増加しているというところで委員から御

指摘があったんですけれども、私も法人のほうは何かしら分析できないかというところで、傾向を

当たってみました。 

 全ての法人を洗うのはちょっと難しいので、１億円以上の資本金がある、ある意味、大きな法人

を、前年、令和５年度と令和６年度で比較したところ、件数も金額もほぼ同じでした。ですので、

１億円以下の、要は中小規模の法人の数は若干増加傾向にあるんですが、税額に反映される法人税

割の対象となる、要は売上げ、収益が落ち込んできているというような状況にあって、法人数自体

は若干の増加は前年度と比較して見てはとれるんですけれども、税額にはなかなか反映されてきて

いないのかなというところを考えております。 

○委員（内田美恵子君） 私は市民税の中で、法人と個人との割合の比較でちょっと見ただけなの

で、全体との比較はしていないんですけれども、多少法人も伸びてきたら、微々たるものですけれ

ども、うれしいなということで質問させていただきました。分かりました。 

○委員（西垣一郎君） 予算書の３７ページの湖北小の教育振興基金の寄附金についてでございま

す。 

 午前中、小学校の卒業式へ参加させていただきまして、多くの方からねぎらいの言葉がございま

した。私もたくましく成長していっていただきたいなというふうに思っております。 

 ３月補正で７４４万７，０００円の寄附として、計上されておりますけれども、今のところトー

タルでどれぐらいの寄附金が集まっているのか、一応御報告いただければと思います。 
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○総務課長（高橋純君） 現在、寄附の申出状況なんですけれども、１，４８９万２，０００円の

申出があります。 

○委員（西垣一郎君） 金額の多寡にかかわらず、寄附していただいた皆様方に改めて感謝申し上

げたいと思います。 

 ここで、個人と法人の方はいるのかな、大体、どれぐらいの割合で寄附されているような状況で

しょうか。 

○総務課長（高橋純君） 申し訳ございません。今、個人と法人の割合というのはすぐ出せないん

ですが、後ほど、もしよろしければ御報告させていただきたいと思います。 

○委員（西垣一郎君） では、法人の方もいらっしゃったということで理解しておきます。 

 大変、多額の金額を寄附していただいているんですけれども、多分、個人の方がほとんどなんだ

ろうなというふうに推測しますが、中には大口の寄附者の方とか、そういった方はいらっしゃった

のでしょうか。 

○総務課長（高橋純君） 個人の方でも大口の方はいらっしゃいました。 

 あと、法人でも大口の方はいらっしゃいまして、市の規定に基づいて３０万円以上の寄附の申出

をいただいた方には、感謝状の贈呈を行っております。 

○委員（西垣一郎君） 大変ありがたいことだと思っております。 

 ９７ページに支出の項目で８３２万３，０００円とありますけれども、この数値というのはどう

いった内訳といいますか、御説明いただければと思います。積み立ててあるだけということかもし

れませんけれども、何かこの数字に関して意味があるのであれば、お知らせいただければと思いま

す。 

○総務課長（高橋純君） こちらは基金に積み立てる金額となっておりまして、今まで集まったも

のプラス、今後の２か月分ぐらいの見込みも含めて金額を決めております。 

○委員（西垣一郎君） ２か月分のということですけれども、大体、何かもう使途も決まっている

んですか。新年度予算があるので、ちょっとなかなか聞きづらいところなんですけれども、答えら

れる範囲でお願いします。 

○総務課長（高橋純君） 湖北小学校の教育振興基金なんですけれども、こちらはまだ具体的に何

に充てるというのはないんですけれども、湖北小学校の体育館の再建に活用させていただきたいと

考えております。 

○委員（西垣一郎君） 分かりました。有効に使っていただきたいと思います。 

○委員（木村得道君） 予算書の１５ページ、簡単な確認をさせてください。 

 森林環境譲与税５３万４，０００円ほど補正していますけれども、改めて要因についてお示しく

ださい。 
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○財政課長補佐（杉森敬規君） この森林環境譲与税の決算額がおおむね判明しましたので、それ

に合わせて補正をするものです。 

○委員（木村得道君） 分かりました。 

 たしか森林譲与税は令和元年ぐらいから案分されていたと思うんですけれども、簡単にどんな感

じで、決算の見込みを含めてこういうふうになったのか、改めてお示ししていただいてもいいです

か。 

○財政課長（加藤靖男君） ここの決算額に至る令和６年度の推移なんですけれども、令和６年度、

森林環境譲与税につきましては当初予算で１，５００万円を見込んでおりました。譲与時期が９月

と３月になりまして、３月分はまだ交付されていないんですけれども、基本的には９月と３月同額

が交付されますので、ほぼ決算額としては固まっている状態になります。それも踏まえまして、今

回の補正額を設定させていただいております。 

○委員（坂巻宗男君） そうしましたら、１３、１４ページのたばこ税です。 

 この３月補正で６，５００万円の減額という形になっておりますけれども、これは売上本数が減

ったということの説明しかないのかもしれませんけれども、今回、減額をした理由についてお聞か

せください。 

○課税課長（飯塚直則君） 委員おっしゃるとおり、売上本数が減少してきておりまして、３月補

正の予算編成時におきまして、１２月末時点で金額で約４，７００万円程度、前年度よりも減少し

ております。 

 令和６年に入りましてから本数自体が少しずつ減少してきているような傾向にありまして、補正

予算後なんですが、今年に入ってからも、かなり本数のほうが減ってきているような状況になって

おります。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 このたばこ税は、先ほど法人市民税のお話もありましたけれども、法人市民税などと比べても、

実は我孫子市の場合は、市のたばこ税のほうが多いという形で、財源としては貴重なものになって

いる。今までの流れでいうと、いわゆるコロナになってから、在宅ワークなどが主流にというかな、

増えてきて市内で買う方が増えて、結果、我孫子市のたばこ税が増えたというふうな要因があった

かなと思うんですが、そう考えると、やはりだんだん、もうコロナ禍も終え５類に移行して、おお

むね都内などに勤務する方などが通常の勤務に戻って、こういった傾向にあるという、その辺の見

方になるんでしょうかね。 

○課税課長（飯塚直則君） 減少の理由というのは、当然、我孫子市内での売上本数が減少してき

ているというところから見てみますと、やはり、委員おっしゃったように、勤務地のエリアでの購

入でしたり、あとは行動範囲、活動範囲等が広がってきていて、行楽地等の市外での購入機会が多
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くなってきていることが、市内の販売本数の減少につながっているのかなというところで、個人的

には考えております。 

○委員（坂巻宗男君） これについては、なかなか税を上げるということがいいのか悪いのかは、

いろんな見方もあるから何とも言えないところなんですけれども、財源という意味での動きで見る

と、これは今まででいうと令和５年度ぐらいが、そうするとピークになっているような形になるん

ですか。 

 昔は見方としては５億円ぐらいが我孫子市のたばこ税なんという感じだったのが、７億円ぐらい

まで増えてきたかな、８億円でいきましたか、それぐらいまでいったのかなと思うんですが、その

辺の数値というのは今、出ますか。 

○課税課長（飯塚直則君） 直近でいいますと、平成３１年度で、やはり、委員おっしゃるように

５億５，０００万円程度の税額であったんですが、その後、たばこ税の改正等もありましたけれど

も、一番多いときが令和４年度にほぼ８億円、７億９，９００万円、昨年度が７億７，１００万円、

今年度に至りましては、減額補正をさせていただいて７億円程度と見ているんですが、先ほど申し

上げたように、今年に入りましてからまたちょっと減ってきているので、減額補正後の予算にも達

しない可能性が大きくなってきているというような状況であります。 

○委員（坂巻宗男君） 分かりました。 

 ここの部分で、ある程度の財源として確保できれば、それはもちろんいいわけなんですけれども、

市の財政という意味では。ただ、やはりそこをあまり高く見てしまって、今回のように、税の部分

で歳入の部分ですから、一般財源が減額というのは、やはり好ましいことでもありませんから、難

しいところもあるかもしれませんが、その辺の消費動向などをしっかり見据えていただいて、適切

な財源措置といいますか、予算の組立て、その辺、できるだけマイナスなどが生じないような形で

今後もお願いをしたいと思います。最後に御答弁をお願いします。 

○課税課長（飯塚直則君） 今、委員おっしゃるとおり、直近の実績等を踏まえまして、たばこ税

については、なかなか今後の見通しなり何なりは立てるのはかなり難しいんですけれども、令和４

年度から令和６年度に関して大きく減少してきているようなところもありますので、そういったと

ころも考慮しながら適切な予算編成ができるように努めてまいりたいと思います。 

○委員（岩井康君） それでは、１５ページの自動車重量譲与税が９００万円の補正になっている

んですけれども、この原因、要因としては、１つ考えられるのが、高齢化に伴っての免許返納など

も影響しているのかどうか、このあたりについてはどうなんでしょうか。お答えください。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） なかなか要因分析というのは難しいところはあるんですけれども、

１つは自動車重量譲与税ですと、免税措置、軽減措置がございますので、環境性能が高い車両です

ね、そういったところが増えると税額も減ってくるという相関関係はあると思っています。 
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○委員（岩井康君） ありがとうございます。 

 といいますのは、もう一方で、昨日も質問されましたけれども、公共交通がかなり減便になって

いるんですね。私の住んでいる大和団地から天王台に向けての公共交通が今日で終わりなんです。

明日から停留所がなくなっちゃうと、こういうようなことがありますので、そうなりますと、こう

いった重量税も含めて、かなり足が奪われていく、こういう状況になるかなというので、このあた

りについても交通政策課のほうにも聞いていくことになると思うんですけれども、これらについて

も財政面から見てどうなのかなというのでお聞きしたんですが、いかがでしょうか。 

○財政課長（加藤靖男君） 自動車重量譲与税につきましては、基本的には一般財源として入って

まいりますので、市民の足とかに直接充てるべき財源という形にはなっていないんですけれども、

当然市内のバスの減便については、今、全市的な問題になっておりますので、全体の中で予算配分

は適切にやっていきたいなというふうに考えております。 

○委員（内田美恵子君） １３ページの軽自動車税についてお尋ねします。 

 軽自動車税のうちの、この補正では環境性能割の決算見込みが１，５１３万円で、当初予算額

９１３万円を上回るため６００万円の補正が計上されているということなんですが、これはどうい

うことでしょうか。環境性能割が６００万円伸びたということは、どういうことなんでしょうか。 

○課税課長（飯塚直則君） 販売台数がかなり増加しているというところと、あとはこちらの税額

の基になります課税標準額が自動車の取得価格というところで、自動車の１台当たりの単価も上昇

してきておりまして、当初見込みよりもかなり大きな増額補正となっております。 

○委員（内田美恵子君） 分かりました。 

 それで軽自動車税というのについては、環境性能割のほかに種別割というのがあるということな

んですけれども、令和６年度の環境性能割と種別割を合わせた、いわゆる軽自動車税の決算見込額

というのはどのぐらいになるんでしょうか。 

○課税課長（飯塚直則君） ２億５００万円程度になる見込みです。 

○委員（内田美恵子君） 今回の補正では種別割の補正というのはないわけですけれども、この軽

自動車税については、決算見込みとして対前年度どのぐらいだったとか、どのぐらい伸びたのかと

か減ったのかとか、その辺はどうなっているんでしょうか。 

○課税課長（飯塚直則君） パーセンテージは出してはいないんですけれども、環境性能割でいき

ますと、令和５年度の決算で１，００５万２，０００円に対しまして１，５１３万円と１．５倍の

増加見込みになっております。種別割に関しましては、１億８，６００万円から１億９，０００万

円と、こちらも４００万円前後の増加になる見込みになっております。 

○委員（内田美恵子君） そうすると、全体としては、この軽自動車税はどうだったんですか、令

和６年度は。 
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○課税課長（飯塚直則君） 全体としては１，０００万円弱、９００万円程度の増加になる形です。 

○委員（内田美恵子君） 今回の補正で、今、皆さんがいろいろ質問されたように、ここの補正に

出てきていないものもあるんですけれども、市税全体としては、令和６年度、決算見込みとしてど

うだったかということを最後にお聞かせください。 

○課税課長（飯塚直則君） 市税全体では、当初、定額減税を含めた額ですと１７８億円の市税総

額の予算だったんですが、そちらが定額減税と、あとは９月補正で減額補正させていただいた当初

予算の固定資産税の減額補正分、そちらを加味しますと１７１億円の予算現額であったものが、ほ

ぼ同額の１７１億円、本当に同額になる見込みにはなっております。 

○委員（内田美恵子君） 分かりました。 

 当初予算がある程度的確に見込まれていたということなんでしょうかね。分かりました。 

○委員（坂巻宗男君） 今の内田委員のつながりみたいな話になるかなと思うんですが、２ページ

で結構なんですけれども、市税が今、トータルでここにあるように２，１００万円、今回、補正で

プラスしてということになるんですけれども、徴収率などは、令和６年度３月の状況でどういった

推移、見込みとなっているのか、お聞かせください。 

○収税課長（並内秀樹君） ３月というか２月末現在のデータということになるんですけれど

も、市税全体の徴収率につきましては８３．８５％となっております。前年度の同時期の徴収

率は８４．５６％となっておりますので、０．７１％のマイナスというふうになっております。 

 ただ、今年度につきましては、個人住民税の定額減税がございまして、定額減税の影響を受けて

いることから進捗率が遅れているんですけれども、これについては最終的には追いつくということ

になりますので、それを勘案しますと、前年度と同様、徴収率は前年度は９７．２％だったんです

けれども、そのレベルを確保できると今は見込んでおります。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 定額減税の制度の中で、徴収率にも影響するという話を事前にヒアリングなどでもお聞きして、

なかなかそこは一度聞いただけだと、私もちょっと分からないようなところではあったんですけれ

ども、ただ、一応、収税のほうの見込みとしては９７．２％程度いくだろうと。 

 令和６年度当初の段階では、９７．１％の徴収率を全体では見ていて、百数十億円、８０億円程

度の市税をということだったので、９７．１という当初見ていた数値も超えるか、その程度ぐらい

にはいくというふうな形で、繰り返しになるんですが、見ておいてよいんでしょうか。 

○収税課長（並内秀樹君） 先ほど私、個人住民税、個人市民税の影響を受けてということで申し

上げておりまして、これについては、かなり進捗率は月日がたつごとに追いついてきていまして、

最終的には追いつくということ。 

 あと、もう一つは、個人市民税の進捗率が遅れているのは、ほかの税目がフォローしているよう
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にも見受けられるところもありますので、場合によっては若干上振れする可能性も、今はまだちょ

っと何があるか決算まで分からないんですけれども、今はそういうふうに予測しているところです。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 令和５年度で９７．２％の徴収率ということで、これも非常に高い数値で、年々年々、本当に高

いところのレベルでありながら、パーセントを上げてきたという状況があるというふうに見ていま

す。大変な御苦労をされているなというふうに思っています。 

 そういう中で、令和６年度が間もなく閉じようとすると、会計閉鎖期間という意味では５月末ま

でありますからもう少しあるわけですけれども、そういう中で、９７％を超える徴収率、ぜひ、し

っかりと確保できるように、庁内でいろいろ体制を取って、これからもしっかりと執行していただ

きたいと思います。これは答弁は結構です。 

○委員（木村得道君） 歳出で、予算書７５、７６ページで、高齢者のインフルエンザ等の予防接

種の業務委託料が約１億７，０００万円ぐらい減額になっていますけれども、改めてこちらの要因

についてお知らせください。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後２時０４分休憩 

─────── 
午後２時０５分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○健康づくり支援課長補佐（村田真友美君） こちら、新型コロナワクチン接種の分につきまして、

主に減額という形になっているんですが、令和５年当初予算のほうを要求した際に、令和５年の秋

開始接種の方の接種率を参考に予算のほうを見積もりまして、令和５年秋開始接種の６５歳以上の

接種率は５３％でありましたので、２万２，２９０人分の予算というのを想定しておりました。 

 ただ、実際、令和６年度の１０月から、また、６５歳以上の方を対象に接種を開始しましたとこ

ろ、１２月までの時点で接種者が７，２７９名という状況でしたので、接種率のほうを下方修正い

たしまして、約１万３，１００人分の減額に至ったものでございます。 

○委員（木村得道君） 分かりました。 

 では、分かったんですけれども、とはいえ、そういった必要な方にちゃんと接種というか、とい

うふうになっているのかというのは、そこまでは分からないのか。ちょっと確認なんですけれども。 

○健康づくり支援課長（根本久美子君） 接種の希望者には、情報提供等を広報も通して周知はし

ていると思います。ただ、令和５年秋開始接種につきましては、接種費用自己負担が無料だったも

のに対して、今年度は自己負担２，３００円を徴収という形になっていますので、自己負担を取っ

たことが一つの大きな要因ということがあるかと思います。 
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 また、新型コロナがはやらなかったというところも大きな要因と、あと、副反応ですね、実際打

たれた方がやっぱり副反応が強くてやめるとか、あと、ワクチンは打たないほうがいいみたいな報

道も出ておりましたので、そういう複合的な要因で接種率が下がっているというふうに考えており

ます。 

○委員（坂巻宗男君） そうしたら、私も歳出で、６４ページの一番最下段の部分ですけれども、

障害者介護給付費のうちのマイナンバーカード読み取りシステム改修事業補助金として９５５万

３，０００円が減額になっています。 

 これは当初を見てもなかったもので、令和６年度中に補正を入れて、ここで減額補正をするとい

うふうな形になったということなので、あまり事業の予算の在り方としては必ずしもいいものでは

ないのかなと思うんですが、今回、ここで減額補正になった要因について、お聞かせください。 

○障害者支援課長補佐（松本拓馬君） まず、この事業なんですけれども、更生医療、育成医療と

いう医療制度に対する受給者証があるんですが、この受給者証をマイナンバーカードと一体化して、

紙の受給者証がなくても、医療機関がマイナンバーカードを持っていけば受給資格を確認できると

いう制度なんですね。これを読み取るためには、医療機関側が医療機関側のシステム改修をしなけ

ればならないというのがあって、そのシステム改修費用の補助をするというのが、この事業でした。 

 経緯としては、このマイナンバーカードと受給者証を一元化を進めるための先行実施事例という

のを国が募集していたんですけれども、これを募集したのが令和５年１２月、そこで我孫子市が手

を挙げたのが令和６年３月だったんですね。正式に採択されたのが５月末だったということで、そ

こで当初予算には間に合わずに９月補正で挙げたということになりました。 

 ただ、この大きな減額の理由についてなんですけれども、実際は、この補助金というのが市内の

更生医療の指定医療機関にのみ出せる補助金となっていて、市内に４つの病院と２４の薬局が指定

を受けていて、ここに出すという補助金だったんですけれども、先行実施だったということもあっ

て、その薬局、医療機関側のシステム会社が、このシステム改修に対応していなかったところがあ

ったというのが、まず一つの要因です。 

 もう一つは、この補助金が国の補助金をもらって市が出すというタイプの補助金だったので、補

助金の内容がかなり縛りがきつかったんですね。純粋にそのシステム改修費用しか出せないんです

けれども、医療機関側としては、その端末を増やしたいとかそういった要望もあったもので、範囲

が狭いということで辞退された医療機関があったということです。 

 もう一つは、最後になりますけれども、システム改修費用は実際２件申請があったんですが、そ

の２件についても、システム改修費用がかなり安価に抑えられたということで、大きな額の減額に

なったという経緯でした。 

○委員（坂巻宗男君） 丁寧な御説明、ありがとうございました。 
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 病院としては４病院、薬局としては２４薬局を対象だと考えていたんですよね。今２つしかなか

ったということで、恐らく病院が１の薬局が１ということかなと思っているんですけれども、一方

で、かなり安くできたということになると、それが可能なのであればもう少し広げられたのかなと、

そういう状況ならばというふうな気もするんだけれども、実際、今回は９５５万３，０００円の減

額なんですけれども、出たお金としては幾ら出るんですか、その２か所で。 

○障害者支援課長補佐（松本拓馬君） まだ、医療機関側から、システム改修が終わっていないと

いうことで請求はないんですけれども、見込みとしては３５万円程度の支出になる見込みです。 

○委員（坂巻宗男君） それは１か所で３５万円、２か所合わせて３５万円ですか。 

○障害者支援課長補佐（松本拓馬君） ２か所合わせての金額でございます。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 その額が、それは１０分の１０補助が効くんですか。先ほどシステムの組み方によって、あるい

は補助の縛りというところの中で、少し使えるもの、使えないものがあるようなお話ではあったけ

れども、今回の３５万円は、基本的に１０分の１０だと思っていいんですか。 

○障害者支援課長補佐（松本拓馬君） 委員おっしゃるとおりで、１０分の１０が補助される予定

になっております。 

○委員（坂巻宗男君） そうすると、ここで減額補正なので、これをまた使うということはちょっ

と今は考えられないのかもしれないんだけれども、今後、そういったものが出てくるのであれば、

３５万円程度で１０分の１０でできるのであるとするならば、こういったものを進めていくという

ことの、それこそ市内の先行事例としてできるのかなというふうに思いました。 

 私が気になったのは、いわゆる障害の人たちの療養手帳ですかね、とマイナンバーカードを合わ

せるというところで、要はマイナンバーカードを持っていれば、療育手帳などを持っていなくても、

支払いなどのときにそれだけで済むよということになるということだと思うんですけれども、これ

が減額されてしまうことで、障害を持っている人たちとか保護者の方とかが病院で何か不利益とい

うか不都合というか、そういったことにならないでもらいたいなと思うんだけれども、その辺はど

うなんでしょうか。 

○障害者支援課長補佐（松本拓馬君） 現在は紙の受給者証を支給させていただいて、それを持っ

て病院に行くという形になっているんですね。紙の受給者証と保険証を持って病院に行くというこ

とになっているんですけれども、このシステムが進んでいくと、マイナンバーカードのみで医療機

関にかかれるということになりますけれども、そこが進まないと、今までどおりの紙の受給者証を

持っていくということになるので、今後も紙の受給者証をなくしてマイナンバーカードだけにする

というわけではなくて、発行は続けていく予定ですので、大きな不利益には現在はならないかなと

いうふうに考えております。 
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○委員（坂巻宗男君） 了解しました。 

 いずれにしても、医療機関側にとってもいい形で、それから障害の方々にとってもいい形で、こ

ういったシステムが改善されるように、今後もいろんな情報を入れながら対応していただきたいと

いうふうに思います。答弁は結構です。 

○委員（木村得道君） 歳出で、もう一つだけ確認させてください。 

 予算書９７、９８ページ、教育総務費の学校ＩＣＴ化支援業務委託料というのが約３億円ぐらい

減になっていますけれども、この要因だけ教えてください。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後２時１６分休憩 

─────── 
午後２時１７分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○指導課長補佐（塚田悠平君） こちら、３億７７万６，０００円の減額となっていますが、こち

らにつきましては、もともと県の補助金を活用して実施するものとなっておりまして、当初、市の

ほうで契約、来年度、第２次教育ＩＣＴで活用する児童生徒用の端末の整備費用となっております

が、全額市のほうで支出をして３億円程度の補助金をもらうというふうにしておりましたが、補助

金の性質上、今回、端末をリースするということで、リースの場合は県のほうから事業者のほうへ

補助金を支出するということになりましたので、歳出と歳入ともに３億７７万６，０００円を減額

しているものです。 

○委員（木村得道君） 分かりました。 

 ということは、これからＩＣＴ端末を交換していく中で、これからはリースになるということで、

これは歳入も含めて歳出も減額したという理解でいいですか。改めていいですか。 

○指導課長補佐（塚田悠平君） 今、委員がおっしゃったように、今後は５年間使用していくもの

をリースしていくということで、補助金の性質上、市に入るのではなく事業者に直接入るというこ

とで、歳入と歳出を減額したものとなっております。 

 一般財源については、もともとの予定と変わりません。 

○委員（木村得道君） 分かりました。 

 特に今のところ、そういった整備のための費用だから、費用というかあれだったから、特に学習

に何か影響があったとか、そういうことではないわけですね。それだけ確認です。 

○指導課長補佐（塚田悠平君） もともとの予定どおり、児童生徒１人１台、予定したとおり整備

をしていくものとなっております。 

○委員（内田美恵子君） ９８ページの会計年度任用職員報酬、これは教育相談センターの２，１７０
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万８，０００円の減額について、お尋ねします。 

 この減額補正なんですけれども、教育相談センターの学級支援員と教育相談員が、予定していた

任用人数を任用できなかったために生じたというふうに資料に書かれておりましたけれども、それ

ぞれ予定任用人数と任用できなかった人数をお聞かせください。 

○教育相談センター所長（遠藤美香君） 学級支援員なんですが、当初予算のときには９９人で計

上しております。現在、任用できなかった人数は、１２人となっております。 

 教育相談員なんですが、これは公認心理師のことです。予定人数４人で計上しておりましたが、

任用できなかった人数は２人となっております。今、２人採用しているんですけれども、１名は９

月からで月８日で採用しております。 

○委員（内田美恵子君） 令和６年度は学級支援員が１２名、教育相談員が２名任用できなかった

ということなんですけれども、そもそも学級支援員と教育相談員というのは、どのようなお仕事を

されているのか、お聞かせください。 

○教育相談センター所長（遠藤美香君） 学級支援員のお仕事内容なんですけれども、基本的には、

特別支援学級のお子さんに対して、担任の先生の指示の下、担任の先生の補助をするというような

ものが主な仕事になります。 

 教育相談員なんですけれども、公認心理師なんですが、このお仕事は多岐にわたっていて、保護

者からの相談、あとは子どものカウンセリング、あと学校でアドバイザーとして行っていただいて

いるのでアドバイザーで学校の支援、時には心理検査、知能検査を実施しながら、それを見立てて

学校に返しながら、学校でどう対応すればいいかというようなお仕事をしているところです。 

○委員（内田美恵子君） 分かりました。 

 そして、今年度、令和６年度は任用のできなかった人がいるということなんですけれども、学級

支援員と教育相談員の配置というのはどのようになされているのか、お聞かせください。 

○教育相談センター所長（遠藤美香君） 基本的に、学級支援員に関しては、特別支援学級１クラ

スに１名を最低として配置したいなというふうに思っています。ただ、子どもの状態によるので、

基本は支援教室１クラスについて１名なんですが、子どもの実態、巡回相談というのを指導主事、

あと心理相談員、教育相談員、あと所長、私のほうで見て回る中で、適切な配置というのを鑑みた

中で精査して変更することもあります。基本的には、１クラス１人配置というのが基準になってお

ります。 

○委員（内田美恵子君） ありがとうございます。 

 それで、頂いた資料を見ると、今、御説明にもあったんですが、学級支援員の配置については支

援級１クラスにつき１名を基準としているけれども、子どもの実態に合わせて、その基準を教育相

談センターで精査して変更することがありますということなんですが、その次に、小学校４校と中
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学校５校は基準に達しませんでしたというふうに書かれているんですが、この意味というのを御説

明ください。 

○教育相談センター所長（遠藤美香君） 小学校４校は、基準の支援級のクラスから１名減で１名

配置することができませんでした。 

 中学校に関しては５校、申し訳ないんですが、１名ずつ各学校、ちょっと配置ができなかったと

いうような状態になっております。 

○委員（内田美恵子君） それで、小学校１校については基準より多く配置していますということ

なんですが、この辺はいかがですか。 

○教育相談センター所長（遠藤美香君） １名については、医療的ケアといって医療面でもケアが

必要なお子さんがおりましたので、そこに関しては１名増ということで配置をさせていただきまし

た。 

○委員（内田美恵子君） 教育相談センターの方の専門的知見を生かして、いろいろ配置について

も工夫されていると思うんですが、令和６年度、１２名の学級支援員が任用できなかったことで、

できるだけ不都合が起きないようにいろいろ工夫された、そういう工夫がありましたらお聞かせく

ださい。 

○教育相談センター所長（遠藤美香君） 工夫というか、特別支援学級の担任の先生に、基本的に

は負担をおかけしたといったところはありますけれども、学校に採用されている学級支援員の中で、

特別支援教育コーディネーターが中心になると思うんですが、いろんな配置を工夫していただいて、

子どもたちに支援が行き届かないということがないように工夫をしていただいたかなというふうに

思っております。 

○委員（内田美恵子君） また、教育相談員については、現在いる相談員と所長で業務を遂行して

いるというふうに資料に書かれているんですけれども、現在いる相談員、教育相談員、先ほど公認

心理師さんとおっしゃっていたんですが、現在は何名いらっしゃるんですか。 

○教育相談センター所長（遠藤美香君） 正規職員で２名、会計年度職員の月１６日が１名、月８

日が１名、所長の私となっております。 

○委員（内田美恵子君） フルに希望の相談員というのは、今の状況ではいないのかなと思うんで

すけれども、それで相談員の方と所長の業務の負担が大きいのかなというふうに思うんですけれど

も、ぜひ、この辺は特別支援とか不登校だとか、今、問題というか、学校に行きづらかったり、悩

んでいる子どもたちに対する対応だと思いますので、できるだけ希望する人数が十分に確保される

ということがあればいいなと思っているんですけれども、その辺、募集してもなかなか確保できな

いという、これはどういう現状でそういうことが起こっているのか、その辺、お考えがあればお聞

かせください。 
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○教育相談センター所長（遠藤美香君） 教育相談員の公認心理師については、国家資格になって

から様々な分野で、この心理師の募集が多くされているというのが現状で、心理師のほうも、自分

のやりたいお仕事に合わないものに関しては、なかなか自分たちのほうから行くということがない

のかなというふうには思っています。 

 自治体の心理師は、心理の仕事だけするわけではなくて、やっぱり心理である前に公務員なので、

その公務員としての仕事をきちんとこなさなきゃいけない、その中で心理の仕事もしなきゃいけな

いという業務が、なかなか今、心理を目指している人に選ばれないということもあるのかなという

ふうに、私としては分析をしているところです。 

 すごく魅力のある仕事であるとは思います、この自治体の心理の仕事は。ですので、これからも

人事課や、あと企画政策課のほうともタイアップしながら、我孫子市の心理の仕事が魅力あるもの

だということを発信しながら、今後も募集に努めてまいりたいというふうに思っております。 

○委員（内田美恵子君） この学級支援員とか教育相談員が予定の人数を確保できなかったという

状況は、令和６年度だけではなくてこれまで続いてきたと思うんですけれども、教員不足に加えて、

この学級支援員や教育相談員が不足しているという状況は、教育の質や子どもたちへの影響も懸念

されるところなんですけれども、何とか改善していただきたいと思うんですけれども、教員不足に

関しては、県のほうでも専科教員を増やして対応するというふうに、これまでの知事も一生懸命言

っていますけれども、学校支援員や教育相談員などについては、何らかの対応策というのは、国や

県などで示されていないんでしょうか。 

○教育相談センター所長（遠藤美香君） 学級支援員、あとは教育相談員に関して、国とか県から

の補助だったりとかというものは、特にない状態です。 

○委員（内田美恵子君） 確保できない、対応策も多分示されていないだろうと。これは市の単費

で多分取っていただいていると思うので、ありがたいことなんですけれども、やはり先ほど言いま

したように、教育面でも、また、子どもへのフォローの面でも、ぜひ希望の人数を取っていただき

たいなと思います。 

 それで、先ほども遠藤所長と、ちょうど学校の卒業式が同じで、遠藤さんもぼろぼろと涙を流し

ていらっしゃいました。本当に小さいときから子どもたちを見続けていただいて、本当に親以上に

思い入れがある子どもたちが卒業するのを見て、感激されたんだろうなと思ってありがたいなと思

っているんですけれども、そういう意味でも、現場で働いてくださっている教育相談員の方だとか

学級支援員の方は、本当に大事な仕事をしてくださっていると思いますので、ぜひ、これからもし

っかりと確保できるようにしていただきたいと思います。 

 最後に教育長、御答弁お願いします。 

○教育長（丸智彦君） 私も充実した人数で進めていきたいというふうに思っております。ただ、
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どうしてもできない場合には、教育相談センターは教育相談センターなりの考えを持って、それで

進めていきたいと。また、学校のほうは学校のほうで、今も実際に空き時間を使ってやるような形

にしていますけれども、やはりどちらも負担はかかるというところで、これからも募集、あとはい

ろいろなつてを回しながら人材の確保のほうに努めていきたいというふうに思います。 

○委員（岩井康君） それでは、６４ページの成年後見人等報酬分扶助費の件でお伺いします。 

 １６８万円の減額になっているんですけれども、これは予定していた研修等が中止になったとい

うことになるんでしょうか。このあたりについてお答えください。 

○障害者支援課長補佐（松本拓馬君） この報酬扶助は、成年後見人に対する報酬扶助になるので、

後見人が被後見人のために動いた分の報酬を扶助するものになります。 

 この減額の理由については、後見人の補助の対象というのが生活保護の方と、あと市が後見人を

申し立てた方限定なので、ある程度、何人くらいが報酬扶助の対象となるかということは見込みが

つくんですけれども、ある程度の預金額が１００万円以上たまると、その報酬扶助の対象とならな

くなることから、今回については１００万円以上の預金額がたまっている方が多かったものですか

ら、それで額が少なくなって減額になったという経緯です。 

○委員（岩井康君） ありがとうございます。 

 今のお答えで、後見人を申し立てたというのでは、これは市長後見のことを言っているんですか。 

○障害者支援課長補佐（松本拓馬君） 委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員（岩井康君） ありがとうございます。 

 そうしますと、実際に動かれた方は、何人ぐらいが動かれたんですか。 

○障害者支援課長補佐（松本拓馬君） 令和６年度については、１９名の方に対して扶助しており

ます。 

○委員（岩井康君） ありがとうございます。 

 １９名の方が動かれて、実際に市長後見を申し込まれたのは何名でしょうか。 

○障害者支援課長補佐（松本拓馬君） 市長申立ての件数としては１０名になります。 

○委員（坂巻宗男君） そうしましたら、９２ページをお願いします。 

 公園のほうですけれども、年間の草刈り委託料として１，２００万円超が減額をされています。

これは令和６年度の当初予算のこの予算委員会で、実は議論させていただいた案件なんですね。当

初１億円を超えるような、もともと草刈り委託料があって、それがこの額だけ減額されたというこ

とだと思うんですが、この減額要因について、まず、お聞かせください。 

○公園緑地課長補佐（石田亮君） 令和６年度の年間契約の草刈りの件数なんですけれども、１７

案件、契約のほうをさせていただきまして、そのうち業務が完了いたしました１５件分の入札差金

を今回、減額補正のほうをさせていただいております。 
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○委員（坂巻宗男君） １７件のうち１５件が入札だったということですけれども、残りの２件は

どういったことなんでしょうか。 

○公園緑地課長補佐（石田亮君） 契約は１７件で、業務が完了したのが１５件、その分の入札差

金を今回減額補正させていただいておりまして、２件については、２月末なんですけれども、業務

が終わっておりますので、業務としましては１７件全ては完了しております。 

○委員（坂巻宗男君） 要は、補正対応できるものが１５件であったということですね。了解いた

しました。 

 令和６年度の当初で、これがもともと、要は令和５年度に関しては、８，４００万円ぐらいの予

算だったものが、令和６年度当初で１億円ぐらいに増額されているので、どういった要因なのかと

いうところで質問させてもらって、その後、資料も頂いたりしたところなんですね。 

 そのときの資料でいうと、令和５年度は５２の公園で３５３回の草刈りなんだけれども、令和６

年度に関しては７０公園で４５３回の回数ということで増加するので、予算としても増額しますと

いうことではあったんですが、これは令和６年度、この３月まで来て、先ほどの１７件は終了して

いるということなんですが、７０公園４５３回という回数などをこなしているということでよろし

いんでしょうか。 

○公園緑地課長補佐（石田亮君） 委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員（坂巻宗男君） そうすると、これは入札としては、１７の案件というのは１７本の入札を

行ったという形で、それぞれの差金を合計すると１７のうちの１５ですけれども、１，２００万円

ちょっとになったと、こういう形ですか。 

○公園緑地課長補佐（石田亮君） 委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員（坂巻宗男君） 令和５年度は、予算が８，４００万円ぐらいあって、決算が７，８００万

円ぐらいだったんですね。ですから、落札率としてそれほど、もちろん予算よりは低いんですけれ

ども、決算額として数百万円で、今回は１億円を超える予算だったんだけれども、まだ、決算の数

値ではありませんけれども、１，２００万円ぐらいということですから、令和５年度に比べても少

し入札などの、いわゆる競争の効果などもあったのかなと思ったりするんですが、その辺はいかが

ですか。どういうふうに公園担当としては見ていますか。 

○公園緑地課長（山下透君） 委員おっしゃるとおり、大体おおよその平均で取れば八十五、六％

という形の落札率です。ですが、中身の精査の中で、やりやすいところであったりとか業者さんが

得意とする場所に集中すると、やはり６割、７割と低い落札率になるパターンもあれば、逆に難し

い、煩雑な場所に関しては９６という高止まりする場所もありましたので、ただし、全てを総括す

れば８０の後半から９０になったりというのは、今後も続いていくと考えています。 

○委員（坂巻宗男君） 了解いたしました。 
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 公園の草刈りなど議会などでも度々質問をされて、もう少し回数を増やせないかとか、小まめに

できないかとかいろいろ要望もあるところで、市民の方などの要望も多いところだとは思うんです

よね。 

 一方では、やはり、適切にしっかりと入札なども行って事業を行っていかなくちゃいけない。か

つては一括で取って、その残額を使って、ほかの草刈りに回すというか、もちろんそれは予算上、

財政の規則上不適切ということではなかったとは思うんですが、やはり、その予算の執行のありよ

うとしてどうなのかというふうな指摘が何度もされた部分、監査などからの指摘もあったというふ

うに認識しておりますけれども、そういったことのないように、やはり適切な入札の上で事業とい

うものがこれからも遂行されるように行っていただきたいと思いますけれども、最後に御答弁をお

願いします。 

○公園緑地課長（山下透君） 委員おっしゃるとおり、過去にはちょっと不適切であったり、もし

くは不足する量という御指摘をいただいた中で、いろいろ検討しながら、今年度の当初の段階で、

先ほどちょうど１年前ですか、質問いただいたとおり、今年度に関しては年間予算のお財布と、い

わゆる緊急でやる部分のお財布を明確に分けて、そこをシームレスにならないような形で、結果的

に言ってしまうと、緊急の部分でも余剰金というか、要は年間の中で処理ができたよということも

あります。それは総体的なボリュームを、回数を増やしながら年間、いわゆる一般競争入札にかけ

るべきところの懐を大きくして、緊急のところを据え置いたというのが結果的にうまくいったとい

う形だとは思っておりますので、今後もその数量に関しては、今、夏が長い時期であったり、日照

期間が１年間で長くなってしまって、事実上、本来であれば秋口で終わるはずの草刈りがプラス１

か月という事態が、ここ二、三年続いている関係があるので、なかなか状況的には読みにくいとこ

ろではあるんですが、常に過去の実績等を鑑みながら、計画もしくは予算立てしていきたいと考え

ています。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後２時４４分休憩 

─────── 
午後２時４４分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○委員（内田美恵子君） 補正予算書の５ページです。 

 ２件、確認させていただきます。 

 まず、総務費の災害非常用対策事業４５６万３，０００円についてなんですが、この災害非常用

対策事業とはどんな事業なのか、具体的にお聞かせください。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） こちらは、（仮称）湖北消防署の土地の南側の敷地に防災備蓄倉
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庫のほうを建設する予定でいます。令和６年度は、倉庫の設計監理委託料という形で取らせていた

だきました。 

 ただ、議案のほうでもありましたが、南側の敷地の土壌改良、こちらのほうが繰越しというか長

引くということで、我々のほうの設計監理委託もある程度、数字は出ているんですが、地盤調査の

ほうができない状態なので、今回繰越しのほうをさせていただきました。 

○委員（内田美恵子君） ありがとうございます。 

 繰越しになった根拠というか、経緯までお話しいただいてありがとうございます。それで、この

設計監理委託、これは令和８年度のいつ頃、完了する予定なのか、お聞かせください。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 一応、令和８年ではなくて令和７年の委託期間を１２月３１日ま

で設ける予定でいます。 

○委員（内田美恵子君） 資料か何かで、令和７年６月に（仮称）湖北消防署建設事業の液状化土

壌改良工事が完了予定と書いてあるんですね。その後に実施計画で、実施計画としての確認の土壌

調査をすると。それを受けての防災倉庫の設計業務をするというふうに認識しているんですけれど

も、その設計業務が完了する予定はいつ頃だとお考えになっているんですか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 一応、南の土地の擁壁工事が、スケジュール的なものが６月ぐら

いに完了する予定になっておりますので、７月にはこの設計業務の地盤調査を行いまして、８月ぐ

らいには建築確認の許可のほうが下りるような予定で進めてまいりたいと思います。 

○委員（内田美恵子君） 分かりました。 

 もう一つ、同じく消防費のうちの施設維持管理費３４７万円についてなんですが、この施設維持

管理費とは具体的にどんな事業なのか、お聞かせください。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後２時４８分休憩 

─────── 
午後２時５１分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開します。 

○警防課長（齋藤誠君） 施設管理費３４７万円なんですけれども、これは第１３分団器具置場の

実施設計委託業務の実施設計委託になります。 

 先ほどお話があったとおり、当初年度内の完了を予定していたんですけれども、（仮称）湖北消

防署の南側敷地の造成工事が年度内に終了できなかったので、この実施設計業務のほうも繰越しを

するものでございます。 

○委員（内田美恵子君） この設計委託業務、令和７年度のいつ頃、完了予定なのか、確認させて

ください。 
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○警防課長（齋藤誠君） 南側の造成工事の擁壁工事が６月末に終わると予定していますので、７

月に器具置場の施設の地盤の調査、また、工法等を確認しまして、実施設計の設計書が出来上がり

ますので、建築確認を行って工事を開始するような形になります。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後２時５２分休憩 

─────── 
午後２時５３分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（甲斐俊光君） ないものと認めます。 

 議案第２１号に対する質疑を打ち切ります。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時５３分休憩 

─────── 
午後３時０５分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

 次に、議案第２６号、令和７年度我孫子市一般会計予算について審査いたします。 

 議案第２６号につきましては、議事整理の都合上歳入歳出を分割して審査いたします。 

 初めに歳入について当局の説明を求めます。 

○財政部長（中光啓子君） 議案第２６号、令和７年度我孫子市一般会計予算について説明いたし

ます。 

 なお、今年度より予算書等の冊子の配付はなく、タブレット内での予算書閲覧となるため、本日

は、タブレットの当日資料フォルダに格納した令和７年度一般会計当初予算概要資料をお開きいた

だき、説明いたします。 

 資料の１ページを御覧ください。 

 こちらは予算書の１ページを掲載したものです。 

 第１条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ対前年度比５．６％増の４９３億９，０００

万円としています。 

 第２条では継続費、第３条では債務負担行為、第４条では地方債について定めます。 

 第５条では一時借入金の最高額を３０億円と定め、第６条では歳出予算における流用について定

めます。 
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 ２ページを御覧ください。 

 歳入の主な項目について説明します。 

 こちらの表には、款、項、目、予算額、前年度比増減率、予算書の該当ページを記載しています。

後ほど予算書と合わせて御確認いただければと思います。 

 では、上から順に、款１市税は、０．９％増の１８１億４，２３０万４，０００円を計上します。 

 項１市民税は、２．６％増の９５億８，２９４万２，０００円を計上します。直近の収納状況等

を参考に、個人市民税では１人当たりの納税額の増加により３％増、法人市民税では均等割及び法

人税割の減により５．８％減を計上します。 

 項２固定資産税では、令和６年度当初予算における家屋分が過大だったことなどにより、０．５％

減の６２億７，６４３万７，０００円を計上します。 

 項３軽自動車税は、軽四輪車の登録台数が増加傾向にあることを踏まえ、６．７％増の２億

１，６３９万４，０００円を計上します。 

 項４市たばこ税は、直近の収納状況から、９．６％減の６億９，８５７万３，０００円を計上し

ます。 

 項５都市計画税は、１．３％増の１３億６，７９５万８，０００円を計上します。 

 款４配当割交付金は、１１．１％増の１億５，０００万円を、款５株式等譲渡所得割交付金は、

６０．４％増の１億７，８００万円を、款６法人事業税交付金は、２６．６％増の１億８，１００

万円を、款７地方消費税交付金は、１５．７％増の３１億４，７００万円を計上します。 

 款１１地方交付税は、１．５％増の５７億９，６００万円を計上し、このうち普通交付税は、国

の地方財政対策を参考に１．６％増の５６億４，７００万円を計上します。 

 款１５国庫支出金は、１７．６％増の９２億１８２万８，０００円を計上します。 

 項１国庫負担金は、児童手当負担金の増などにより、１３．４％増の８０億３，４８８万８，０００

円を計上します。 

 項２国庫補助金は、新しい地方経済・生活環境創生交付金の増などにより、６１．２％増の１１

億３，５５２万７，０００円を計上します。 

 款１６県支出金は０．６％減の３７億７，６０７万円を計上します。 

 項１県負担金は、子どものための教育・保育給付費負担金や児童手当負担金の増などにより、

６．１％増の２６億９，９０６万９，０００円を計上します。 

 項２県補助金は、昨年度計上していた（仮称）千葉県ＧＩＧＡスクール構想加速化基金補助金が

全額減少したことなどにより、２６．５％減の７億２，９５６万１，０００円を計上します。 

 款１８寄附金は、ふるさと納税寄附金の増などを見込み、６４．６％増の６，０１８万５，０００

円を計上します。 
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 款１９繰入金は、１３．６％増の２２億４，１２９万２，０００円を計上します。 

 項２基金繰入金は、目１財政調整基金繰入金から経常収支の不足分及び政策的経費の財源として

１．１％増の１４億８，１００万円を、目２減債基金繰入金から６１．５％増の２億１，０００万

円を繰り入れます。 

 また、特定目的基金については、目３公共施設整備基金繰入金から公共施設の老朽化対策に要す

る経費の財源として活用するため、４４．４％増の３億１１０万円を繰り入れます。 

 款２０繰越金は、令和５年度の決算状況を踏まえ、２８．６％減の５億円を計上します。 

 款２１諸収入は、新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金を当初予算で新たに計上したこと

などにより、１１．７％増の１１億８，３６２万８，０００円を計上します。 

 款２２市債は、１０．９％増の３２億１，９６０万円を計上します。なお、臨時財政対策債につ

いては、国の地方債計画において新規発行を見込んでいないことから、予算を計上していません。 

 以上で一般会計、歳入予算の説明を終わります。十分な御審議の上、御可決いただきますようお

願いいたします。 

○委員長（甲斐俊光君） 以上で説明は終わりました。 

 委員及び答弁者の皆様に申し上げます。委員会運営を円滑に進めるため、質疑は一問一答で簡潔

にお願いいたします。また、委員の皆様におかれましては、予算書、予算説明資料のページを発言

してから質疑されますようお願いいたします。 

 これより歳入に対する質疑を許します。 

○委員（内田美恵子君） 予算書の３６ページ、説明資料の４ページも参照していただければと思

います。 

 個人市民税について、引き続きお尋ねします。令和７年度の個人市民税が９１億５，５１４万

９，０００円、対前年度比プラス３％、額にして２億６，８５６万６，０００円の増収を見込んで

います。また、令和６年の決算見込額８４億８５８万３，０００円と比較しても約７億５，０００

万円の増収を見込んでいますが、その理由をお聞かせください。 

○課税課長（飯塚直則君） まず、令和６年度の見込みなんですけれども、定額減税のほうがござ

いましたので、そちらを考慮しない形になりますと約８９億円の予算額になります。 

 それに対して増加した理由ですけれども、やはり、納税義務者が増加してきているということと、

あとは所得割のほう、昨年の賃金改定率ですとか人事院勧告とか、そういった部分の給与に係るベ

ースアップが示されているところ等も参考にしまして、所得割のほうが増えてきている、結果２億

６，０００万円ほどの増加を見込んでおります。 

○委員（内田美恵子君） 最近の個人市民税を予算ベースでずっと見てみますと、令和４年度が約

８５億円、令和５年度が約８６億円、令和６年度が約８９億円、令和７年度が約９２億円と、ほと
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んどの年度が前年度より２億円から３億円増加しているという状況なんですけれども、この最近の

個人市民税の推移について、市はどのように捉えているのか、お聞かせください。 

○課税課長（飯塚直則君） 増加に転じる要因といたしましては、納税義務者数が、やはり、毎年

増加してきていると。その増加の要因といたしましては、新規就業者数と、あとは市外からの転入

者数に対して、自然減となる死亡による減と、あと市外への転出による減、その差引きを考慮した

上でも、やはり、納税義務者数が増加しているというところから、２億円程度の増加につながって

いるんだと考えております。 

○委員（内田美恵子君） 確かに市税概要を見てみると、納税義務者数は年々、最近は増えている

んですけれども、その一つの要因は、高齢者が退職しても、まだ、納税義務者の中にその他という

所得区分の中で入っていると思うんですけれども、本当に働き盛りの人たちが他市からたくさん我

孫子に転入してきて、その人たちが入ってきたゆえに個人市民税が増えているというところなのか、

それとも先ほど冒頭に言ったような高齢者も増えてきているというところと、確かに数は増えてい

るんですけれども、その中身がどうなのかというのは、その辺はどのように、皆さん、お考えにな

っていますか。 

○課税課長（飯塚直則君） 委員おっしゃる内容としまして、１点目に市外からの転入者数の増加

というところもあるんですけれども、こちらの金額に関しては、なかなか算出することが難しい部

分はあるんですけれども、間違いなく市税の増加にはつながっていると考えております。 

 あと、６０歳以降も就業する方が多い傾向にありまして、年金所得と給与所得がある６０歳から

６９歳までの方なんかは、やはり、それなりの納税額になってきております。逆に７０歳を超えて

きますと、ほぼほぼ年金収入という方の割合が多くなりまして、非課税の人数の割合も徐々に増え

るような傾向にあります。 

 そういったところの分析はしておりまして、相対的に見ると、やはり、全体での納税義務者数の

増という、繰り返しにはなってしまいますけれども、そちらで市税のほうが徐々に増加していると

見ております。 

○委員（内田美恵子君） 確かに納税義務者数自体は最近増えているなというふうに思っているん

ですけれども、ただ、増えているんだけれども、個人市民税が令和７年度は、結構、思い切って増

加して計上していますけれども、先ほども補正で言いましたけれども、微増というところがずっと

続いてきたわけで、この先、今年度予算に計上したような形でどんどん増えていけばありがたいん

ですけれども、その辺も決算を見ないとちょっと分からないところだと思うんですが、何しろ我孫

子市にとっては、個人市民税が本当に歳入の根幹ですから、そこを何とかしていかないと、この先、

高齢社会の中で歳出はどんどん増加する一方で、片や個人市民税が微増という状況だと、これまで

以上に財政はまさに厳しくなっていくと思うので、どうしたらいいのかなというところなんですけ
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れども、それで、先ほども言いましたけれども、納税義務者というのも、どの世代の納税義務者な

のかとか、給与所得者の中でどのぐらいの世代の方の納税義務者が大多数を占めているのかとか、

そういうところというのは把握はされていないんですよね。市税概要なんかを見てもその辺まで書

いていないので、その辺はいかがでしょうか。 

○課税課長（飯塚直則君） 昨年、内田委員からも同様な意見をいただきまして、年代別にはある

程度、令和５年度の部分で数値は算出してみたんですが、そこからさらに所得者別で割り出すとい

うのがかなりの作業になりまして、現状、できていない状況であります。 

 ですので、所得者別で年代別というのは、算出するのがかなり苦しい部分はあるんですけれども、

その部分は、市税概要でも示しております各収入、所得割合のパーセンテージで見るしかないのか

なと。そういったところの分析は、今後、進められるかと思います。 

○委員（内田美恵子君） ぜひ、難しいとは思うんですけれども、その辺を把握していただくと、

どういう施策を打ったら、それこそ少しでも個人市民税の増収につながっていくのかなというとこ

ろが分かれば、これからの施策の方向性も考えられるのかなと思いますので、ぜひ、その辺は分析

していただきたいなと思います。 

 それからもう一点、市民課からいただいたんですけれども、この１０年間ずっと人口ピラミッド

を見ていると、どの世代がどういうふうに推移していったかというのが結構よく分かるわけですけ

れども、１０年前に団塊の世代が一番人口は多かったわけですけれども、１０年後になってみたと

きに、団塊の世代も多いですけれども、団塊のジュニアの世代がやはり人口に占める割合が一番多

くなっているんですが、それでも団塊の世代とかその前後の人口と、それから団塊ジュニア世代の

前後の人口が、我孫子市においては一番大きなグループを占めているんですね。 

 それで、これからのことを考えると、大きな課題だなと思うのは、４５歳以下の人口ががくっと

少なくなっているんですね。それを見ると、この先まさに今、子育て世代への対応というのを結構

力を入れていますけれども、まだまだこれから、もっと力を入れていかないと、この世代は増えて

いかないのかなと。もう、今の現状のままでは少なくなる一方ですから、やはり、他市から入れて

くるしかないのかなと思いますけれども、そういうことも含めて、財政面の人口なんかの反映とい

うのですか、どういう関係性があるのかというところも、これから見ていく必要があるのかなとす

ごく思っているんですけれども、収税課としては企画政策課なんかとタイアップして、これからの

個人市民税の増収策というようなところで一緒にお考えいただければいいなと思うんですけれども、

その辺はいかがでしょうか。 

○課税課長（飯塚直則君） 先ほど申し上げましたが、転入者数、転入者の納税者、新規に納税さ

れる方の情報なんかを分析できるかどうか、まず、検討しまして、そういった世代別で収入、所得

者別、そういった区分を出せるかどうかというのを検討させていただきます。 
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 そちらのほうの情報が、もし、概算とか概数でも出せれば、そういった情報を定住化の推進策を

実施している担当課のほうに数値を共有させていただいて、今後、そういった市外からの転入策の

施策につなげられるような数値を出せるように努力してまいります。 

○委員（内田美恵子君） くどいようなんですけれども、この厳しい財政状況を少しでも改善する

ために、やはり、歳出の削減はもう限りがありますので、何とかして個人市民税を少しでも増やし

ていけるように、いろいろな課と連携しながら施策を展開していただきたいんですけれども、現在、

その原資がもう乏しくなってしまっているので、なかなかその対応策をつくるというところも大変

だとは思いますけれども、その分、皆さんで汗をかいていただくしかないのかなと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。答弁はいいです。 

○委員（坂巻宗男君） そうしたら、同じページで３６、３７の固定資産税について、数値が見え

づらくなっているので、そこを確認させてください。 

 令和６年の本予算で６３億円だったわけですけれども、ちょっと算定誤りがあった結果、たしか

９月補正だったと思うんですが、減額補正をしたというところになっているものですから、この辺

の比較がちょっと数値として実際の部分と見えづらくなっているんですよね。 

 そういう意味でいうと、まず令和７年の３月、今現在の時点で、大体固定資産税は今年度幾らぐ

らいの見込み、おおむねでもちろん結構なんですが、となっているのか。その辺、数値は出ますで

しょうか。 

○課税課長補佐（仲田篤史君） 令和６年度の固定資産税の見込みは、６１億３，２６１万１，０００

円となっております。 

○委員（坂巻宗男君） ６１億３，２００万円ですかね。ということでいくと、令和５年度決算が

６１億７，２００万円かと思うんですけれども、そうすると、令和５年度よりも減額になってしま

うという見立てですか。ではなくて、令和７年３月、令和６年度末、この段階なので、そこまでの

数値であって、いわゆる決算数値としてはもうちょっと上がってくるというふうなことになってく

るんですか。その辺はいかがでしょうか。 

○課税課長補佐（落合知視君） 先ほど申し上げたのは、課税課としては現年度の金額として捉え

てございまして、令和６年度の現年度分が先ほど言った金額でございまして、令和５年度の固定資

産税の現年度の決算額は６１億２６５万４，０００円になっておりまして、令和６年度のほうが多

くなってございます。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 ごめんなさい、そうすると、この３６ページ、３７ページの表でいうところは、固定資産税の滞

納繰越しも含めて６２億７，２００万円というのが本年度、令和７年度予算というふうな形になる

かと思うんですが、この数値というのは、令和６年度末の固定資産税、現年と滞納も合わせてとい
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う額と比較すると、ある程度の伸びが見えてくるのか、あるいは若干の減少とか、あるいは横ばい

になるのか、その辺はいかがなんですか。 

○課税課長補佐（仲田篤史君） 令和６年度と来年度ということではなくて、令和６年度、もう一

度確認させていただきたいんですが。ごめんなさい。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後３時３１分休憩 

─────── 
午後３時３２分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○課税課長補佐（仲田篤史君） それでは、まず、現年分に限ってだけ確認させていただきますと、

家屋のほうは新築家屋の増加ですとか新築軽減が終了することによりまして、約７，０００万円ほ

ど課税が増になる見込みでありますので、その分に関しましては増える、増収となる見込みとなっ

ております。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後３時３２分休憩 

─────── 
午後３時３４分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○収税課長（並内秀樹君） 滞納繰越しにつきましては、予算額ベースになってしまうんですが、

令和６年度ですと５，９９２万３，０００円、令和７年度が５，９５３万１，０００円ですので、

ほぼ同じぐらいというふうに見込んでいます。 

○委員（坂巻宗男君） そうすると、当初の比較だと今回、マイナス３，０００万円というふう

な予算立てにはなるんだけれども、令和６年度の９月補正というふうなこととの比較で見ると、

７，０００万円ぐらいの増加が固定資産税としては見込めるというふうな捉え方をしてよろしいで

すか。 

○課税課長補佐（仲田篤史君） そのお見込みのとおりでございます。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 ちょっと見えづらかったので確認をさせてもらいました。 

 今の説明で、いわゆる新築物件等々も見込みながらというお話がありました。令和６年が、いわ

ゆる課税の見直しの時期だったというふうに認識していますから、なかなか一律に一気に上がると

いうことはないのかもしれないんですけれども、やはり、まだ、我孫子あたりも地価などの上昇が

続いている。それから、いわゆる新築、開発の案件と言えばいいのかな、そういうものが市内を見
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ても、一時期に比べると、やはり、増えているというふうなことの認識はあります。 

 そういうのが、この令和７年度、あるいは今後の令和８年度とか、そういったところでも固定資

産税などについては、現年分で結構なんですが、ある程度、増加していくような要因にはなるとい

うふうに課税のほうでは見ているのか、お聞かせください。 

○課税課長（飯塚直則君） 地価の上昇の反映に関しましては、次回の令和９年度の評価替えで反

映される形になりますので、土地に関しては現状維持、もしくは先ほど委員が申されました宅地造

成を行った結果、評価が上がったところの分の増収にとどまる形にはなります。 

 あと、家屋につきましては、例年５００棟前後の新築家屋がございますので、そちらのプラスア

ルファ分と、あとは新築家屋の軽減が切れる物件の増額分、そちらが令和７年度、令和８年度は見

込める形にはなります。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 新築家屋の件数などは、やはりここ数年、コロナ明け以降、あるいはコロナの終わりの頃から、

ここ２年、３年ぐらい前ぐらいから、やはり伸びてきているというふうな見方は、課税のほうでは

取っているわけですか。 

○課税課長補佐（仲田篤史君） コロナ禍のときに比べますと、若干ではありますが、新築件数は

増えております。５００は間違いなく超える棟数というところは、安定しているかなというような

状況でございます。 

○委員（坂巻宗男君） 了解しました。 

 この固定資産税というのは比較的といいますか、かなり安定した財源というふうな形になってい

きますよね。我孫子市の場合、評価替えのときはともかくとして、一気に何かが増えるというよう

な、データセンターができるとかそういうことではないので、他市の例えば印西市だとか流山市だ

とか、そういったところとは異なるかもしれませんが、固定資産税、これは非常に重要な財源にな

りますので、その辺は見立てをしっかりしていただいて、令和６年度に関してはそこの見込み違い

といいますか、説明を受けると、丁寧にやってしまった結果、二重で見てしまって多く見てしまっ

たから減額になってしまったなんという９月補正がありましたけれども、そういったことなども決

して二度とないようにしながら、この辺はしっかりと積み上げていっていただきたいというふうに

思います。答弁は結構です。 

○委員（内田美恵子君） ４４ページの地方交付税についてお尋ねします。 

 令和７年度予算の一つの大きなポイントといえば、国のほうが地方財政の健全化のために、平成

１３年以来、初めて臨財債の新規発行額をゼロにしたということだと思うんですが、これまで市で

は、臨時財政対策債は地方交付税の代替措置だとして、ほとんど限度額いっぱい起債してきました

けれども、臨財債がゼロになった令和７年度予算の地方交付税を市が対前年度比１．５％増、額に
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して８，７００万円増の５７億９，６００万円計上していますが、これはどのように見込んだのか、

お聞かせください。 

○財政課長（加藤靖男君） 今、おっしゃっていただいた５７億９，６００万円は、普通交付税、

特別交付税、震災復興特別交付税を全て合算したものになるんですが、恐らくおっしゃりたいのは

普通交付税の部分かなと思うんですけれども、普通交付税５６億４，７００万円につきましては、

国の地方財政対策の交付税の伸び率を参考に算定のほうを行っております。今回のこちらの普通交

付税の算定の伸び率につきましては、当然、臨財債がゼロになるという前提の中で、国の交付税原

資となる国税収入等も勘案した中で配分された額、予定された伸び率となっております。 

○委員（内田美恵子君） 臨財債がゼロになるということで、本来であれば、基準財政需要額と基

準財政収入額の差額は丸々、いわゆる地方交付税として国から交付されるというはずですが、国が

臨財債の当初発行額をゼロにしたことによって、地方交付税への影響というのは、どのように見て

いますか。 

○財政課長（加藤靖男君） これまで地方財政対策で求められた国の、地方で必要となる財源に対

して、国のほうで用意できる交付税の原資が足りなかったということもあって、そのしわ寄せが臨

財債の発行という形になっていたんですけれども、ここのところ、今回、臨財債の発行がゼロにな

った要因としましては、好調な国税収入が続いているという部分がございまして、ですので、その

部分は臨財債を発行しなくても交付税の中で十分算定して地方に配れるよということで、今回、こ

うなっておりますので、そういった意味でいうと、地方側への影響はそれほどないのかなというふ

うには考えております。 

○委員（内田美恵子君） では、臨財債がなくなっても地方への交付税というところの額は、そこ

そこ来ているというか、交付されるというふうに考えているということですか。 

○財政課長（加藤靖男君） おっしゃるとおりでございます。 

○委員（内田美恵子君） それで今回、国のほうの地方財政計画では、地方交付税総額を前年度よ

り０．３兆円増やして１９兆円というふうにしているということなんですけれども、国が地方交付

税を０．３兆円増やしたことの影響というのは、市としては、お感じになっているのか、潤沢に今

まで以上に０．３兆円、国が増やしただけ地方にも配分されているなというふうにお感じになって

いるのかそうでないのか、その辺はいかがでしょうか。 

○財政課長（加藤靖男君） 国の交付税総額の算定に当たりましては、交付税だけではなくて地方

税収入の見通し等も踏まえて計算いたします。今回、基本的には地方税収は増える方向での算定と

なっておりますが、それでも交付税が伸びている要因としまして、例えば物価高の分ですとか、人

件費の増加の分を各項目として含めた結果だというふうに考えておりますので、広くマクロ的な視

点で言いますと、しっかり財源のほうは確保していただけているというふうに考えております。 
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○委員（内田美恵子君） 私自身は、臨財債は、これまでも質の悪い収入だというふうに思ってい

ましたから、財政健全化という大きな意味からいえば、臨財債がなくなったほうがよかったなとは

思うんですけれども、その一方で、自治体の視点でいうと、やはり、臨財債に依存していた部分と

いうんですか、事業をやるために依存していた部分は大きかったと思うんですね。 

 それで、先ほども言いましたけれども、これまで、ほとんど限度額いっぱい臨財債を活用してい

たので、なくなったことで市の財政運営にとって厳しい面があるのかなと思ったんですが、その辺

はいかがなんでしょうか。 

○副市長（渡辺健成君） 臨時財政対策債につきましては、私たちはそもそも交付税で配られるべ

きものが国の財政が厳しいということで、その分を地方が自ら、要は臨時財政対策債という借入れ

をもって賄いなさいということなんですけれども、基本は、我々は今までも臨時財政対策債と交付

税を合わせて交付税という考えをしておりましたので、国の財政状況がよくなって全てが交付税で

配られるということは、臨時財政対策債を発行する必要がないということですから、制度上は本当

の今までの交付税の考え方に戻った形になると思いますので、この在り方がもともとの考え方と思

いますので、臨時財政対策債がないということは、国にとっても地方にとってもいいことですので、

それで財源が減るというようなことは一切ないというふうに考えておりますので、このまま国の税

収の今後の行方にもあるんですけれども、この形が継続されていっていただきたいというふうには

考えております。 

○委員（内田美恵子君） 本来の形に戻ったということで、地方もよかったということだと思う

んですが、額の面でちょっと見てみると、昨年の地方交付税が５７億９００万円で臨財債が１億

３，０００万円ということだったんですけれども、それで合わせると、昨年は５８億３，９００万

円、昨年と比較すると、今年の地方交付税が５７億９，６００万円で、全部を地方交付税と、今、

お話のあったように考えると、４，３００万円ほど減少しているので、多少臨財債がなくなったこ

とで少なくなったのかなと。これは大体、概算で私は考えただけなんですけれども、その辺はいか

がですか。 

○副市長（渡辺健成君） 交付税の算定の基となる収入部分、基準財政収入額のほうでも、市のほ

うでも先ほど財政課長がお答えしましたように、市税収入が２億円ほど増えるという見込みがあり

ます。 

 それと、地方消費税交付金とか、それ以外の特例交付金とか配当割交付金、株式等譲渡所得割交

付金、こういったものも基準財政収入額の算定要素になっていますので、全て、そちらのほうは伸

びていますので、そういった収入が伸びる部分がありますので、仮に需要のほうが同じだとすれば、

逆に交付税額は減ってもおかしくない状況なんですけれども、これもさっき財政課長から説明あり

ましたように、様々な経費で物価高の影響があります。そういったものと、人事院勧告等による人
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件費の増分、そういったものも交付税の中できちんと見ていただいている結果として、国で０．３

兆円増という形になっておりますので、実際には我孫子市のほうは、今年度の算定は７月にやって

みないと、我孫子市にどれぐらいの影響が出るかというのは分からないんですけれども、我々とし

ては、そこの部分で臨財債が減った分が補えていないんじゃないかというよりも、逆に言えば、そ

ういった分も含めた中で、税とかそれ以外の交付金の収入も増えた中でプラスになっていますので、

その辺はきちんと人件費の増分とかを見ていただいた結果の算定結果になっているのかなというふ

うには考えております。 

○委員（内田美恵子君） 臨財債がなくなって、この先、国の経済状況が今のような状況で進めば、

多分、臨財債というのは、しばらくはなくなるのかなと思っているので、そういう意味では、本来

の交付税制度に戻ったということでよかったなと思っていますので、地方のほう、我孫子市のほう

も、この状況で臨財債がないという状況を踏まえた上での市政運営をこれから行っていただきたい

なと思います。 

○委員（坂巻宗男君） そうしたら、７９ページです。ふるさと納税について伺おうと思います。 

 これは本会議でも伺っていますし、いろいろな議員の方が質問をしておりますから、繰り返しみた

いになってしまうところがあるので簡潔にとは思いますけれども、令和７年度に関しては５，５００

万円ということで、昨年度よりも２，０００万円ぐらい予算ベースではプラスにというふうなこと

の枠になっているんですけれども、やはり、いろいろ市税、税収を増やすというところの中で、先

ほど来、個人市民税とか法人市民税とか固定資産税とか、いろいろ議論はしているところなんだけ

れども、我孫子において一気に何かが増えていくというのは難しいところなんですよね。 

 そういう中で、可能性としてかなりあるとすると、ふるさと納税というところは、やはり、重要

なキーワードになるんだろうというふうに思っている。令和７年度から企画政策課のほうに担当も

移して、市としても、もう少し増やせないかということだと思うんですが、今回２，０００万円か

ら増加させていることも含めて、どういった取組を考えているのか、まずはお聞かせください。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） 令和６年度の決算見込みが５，４００万円ほどになりますので、

令和７年度は５，５００万円の予算を計上させていただきました。 

 委員御指摘のとおり、さらに取組を前に進めていかなければならないと我々も思っていまして、

来年度につきましては、引き続き返礼品の拡充、そういったところを進めていくのと、あとは中央

学院大学さんと連携をしまして、大学支援の寄附金を設ける予定でございます。それと、今、現在

進めているのが、一般質問でもお答えしましたけれども、我孫子ゴルフ倶楽部さんで現地決済型の

サービスを導入をする予定で調整をさせていただいています。 

 返礼品競争になることはやむを得ないと思っていますので、返礼品の拡充、魅力あるものを増や

していく、それから、さらにブラッシュアップをしていく、磨き上げが必要だと思っています。本
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会議でも御指摘いただいたとおり、事業者さんとのやり取り、コミュニケーションをもっと密に取

っていく必要があると思っていまして、事業者さん側のニーズ、それから市場のニーズ、どういっ

た返礼品が求められているのか、そういったところを我々が間をつないで魅力を高めていって、寄

附の増額につなげていきたいと思っています。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 今のお話で５，４００万円ぐらい、今年度末でいくだろうというところで５，５００万円という

ことなので、その数字で見ちゃうと、令和６年度と令和７年度の変化が出てこないみたいなところ

もあるんだけれども、もちろん歳入なので、あまり多く見積もって、それこそ減額補正なんていう

ことがあると、一般財源として厳しくなってしまうところもありますから、そこはシビアに見なく

ちゃいけないんだけれども、やっぱり、ここの部分を力を入れることによって歳入を増やしていく

というのは、制度がどうこうということの課題はあるにせよ、現状としてこれが続いていく以上は、

しっかりと力を入れていかざるを得ないんだろうと思います。 

 今もお話がありましたけれども、市役所で考えるというよりも、やはり民間の事業者の人たちが

どういう商品を扱い、どういったものであれば本当にふるさと納税として購入をされていくのか、

寄附をされていくのかということを受け止めながらつくっていかないと伸びていかないんだろうし、

伸びているところはそういうことをしているんだろうと思うんですね。 

 そういう意味では、民間の事業者との連携というのは、具体的に今、中央学院大学とか我孫子ゴ

ルフ倶楽部とかはあったんだけれども、もう少しいろんなところと幅広く、あるいはきめ細かくい

ろいろと詰めていく必要があるんだろうと思うんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。 

○企画政策課長（吉岡朋久君） 先ほど財政課長補佐から、これまでの取組というところでお話が

ありました。それらを受けまして、来年度から企画政策課で所管させていただく事前準備としまし

て、今まで現在で動いた内容を御紹介させていただきますと、事業者が確かに回って、地元のお店

とかで商品開発を進めてもらったりというので一定の成果も出ているのも事実です。 

 ただ、事前準備でどういった手法をやっていくかというところで、企画政策課のほうでも既に、

実は事業者のほうを回らせていただいたりとかしております。そういった中で、今まで腰が上がっ

ていなかった事業者が、市役所職員が行って直接交渉することによって、言い方は悪いんですけれ

ども、「今、ふるさと納税では、我孫子市劣勢です。なので、ぜひ皆さんの力で我孫子を盛り上げ

てください」というような形で話をすると、腰を上げてくれる事業者も実際に出てきております。 

 それの一つの例として、今、食べチョクという農家サイトが取扱いを始めたところなんですが、

そこも今までふるさと納税として食べチョクとしてはやっていなかったんですけれども、個人の自

主事業として、自分で有機栽培とかすばらしい取組をしている農家さんがいらっしゃいまして、そ

の農家さんに、先ほど言った話を例えばしたところ、ではちょっと一緒に頑張ってみようかという
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ところで協力いただいて、食べチョクの開設というところで返礼品の追加というところに至ったケ

ースもありますので、今後、１点として、まず、我孫子市の現状として、直ちに大規模な企業の誘

致とか専用の工場をつくってみるとかというところは、まずは厳しいと思います。並行して進める

んですが、そういった検討を進めていく間の中でも、既存の事業者と直接市の職員が、我々企画政

策課のほうで交渉を進めたり、当然、事業者に関わってもらったりしながら、タッグを組みながら、

今までの返礼品の拡充もそうなんですけれども、まだまだ我孫子の事業者は可能性があると思いま

すので、手を出していなかった事業者の発掘というところも含めて、一緒になって検討していくと

いうスタンスで頑張っていこうかなと思います。 

○委員（坂巻宗男君） ぜひお願いしたいと思います。 

 ですから、あと、そういったＰＲですよね、我孫子市としての。そういったものを浸透させてい

くということが重要だと思うし、それから、前段にお話があったように、農家の方、つまり我孫子

というのは、基本的には農地が３割を占めていて、そのうちの７割が水田ですから、お米がたくさ

んできる。今までお米というのは、ある意味で本当に安く供給をされていて、当たり前のものとし

てあるものだから、それほどふるさと納税などでも大きな注目を浴びることはなかったんだけれど

も、今となれば本当に大きなニーズになっていて、それは今回の令和６年度にも現れているという

ふうなお話があったところであります。 

 だから、そういう我孫子市の特徴なども踏まえていくと、農産物などもこれからまだまだ、その

売出し方によっては伸びていく部分もあるんだろうなと思いますので、ぜひ、そういったところは

幅広く、きめ細かく、市役所の中だけということじゃなくて、企画政策課のほうに移ることも含め

て、民間のいろんな事業者の人たち、農家の方なども含めて意見を入れながら、やはり、今は数千

万円なんだけれども、これをまず１億円にいく、そこから数億円にいくというふうなステップアッ

プを踏んでいけるように取り組んでいただきたいと思います。 

 もう一度、御答弁お願いします。 

○企画政策課長（吉岡朋久君） ふるさと納税を進めていく中で大事なのが、事業者からすると販

路の拡大、販路の確保だと思います。例えばお米とかで農協さんとかに納めるというのは、年間を

通してもう販路が決まっている。ふるさと納税というのは、購入者がいなければ、売る場所が確約

されているわけではないというところがあります。 

 事業者さんにとっては、やはりそういったところの不安感というものもかなりあるので、そうい

ったところもしっかりと連携、説明を密にしながら、事業者に伴走する形で何とか取り組んでいけ

ればなというところと、先ほどありました目標につきましては、まずは今、減収分というところ、

そこをまず目先の目標、一つの目標として捉えて、何とかそこを回復できるところまで持っていけ

るように努力はしたいと思います。 
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○委員（内田美恵子君） 関連で、ふるさと納税寄附金をお尋ねしたいと思いますが、やはりこれ

は中期財政計画でも、財源確保策の一つに位置づけていますし、厳しい財政状況の中で、令和５年

度からですか、１億円以上の赤字を出しているという、これをまさに見逃すわけにはいかないとい

うことで、ずっといろいろ指摘させていただいているんですけれども、今回の寄附金額５，５００

万円に設定したという、まず、根拠から教えていただきたいんですが。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） 先ほどの御質問にお答えしたところなんですけれども、５，４００

万円が今年の決算見込みとなっておりますので、まずは下回らないこと、劇的にふるさと納税を増

やすというのは現状ですと難しいところがありますので、５，５００万円を目標とさせていただき

ました。 

○委員（内田美恵子君） 私はお尋ねしたときに聞き間違えたかもしれないんですが、令和７年１

月末現在の寄附額というのが５，９５９万５，０００円と聞いちゃったんですが、幾らですか。直

近の寄附額。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） ２月末の時点で５，２９１万２，０００円です。 

○委員（内田美恵子君） 分かりました。 

 それで、何で下回って見積もったのかなというのがちょっと疑問だったものですから、約５，２００

万円ですね。分かりました。 

 それで、これまでずっと我孫子市への寄附額と他市への寄附額で、いわゆる市税控除額が大幅に

増えてきていたんですけれども、大体どのぐらい赤字額が出てきたかというのを令和元年から教え

てくれますか。概算でいいです。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） 令和元年度からですけれども、令和元年度が２億２，０００万円、

それから令和２年度が２億４，０００万円、令和３年度が３億円、令和４年度が３億８，０００万

円、令和５年度が４億５，０００万円、令和６年度が５億１，０００万円となっています。 

○委員（内田美恵子君） 今、お答えいただいたのは、市民税の控除額ですよね。分かりました。 

 今後のふるさと納税事業の工夫というか、これからどういう取組をしていくかという御答弁はあ

ったわけですけれども、以前、我孫子の事業者にお聞きするんじゃなくて、いわゆるふるさと納税

事業をどういうふうに構築していくかというところの視点を専門家に、外部の人材を登用したり専

門的知見を活用したりしたらいかがですかという提案をしたときに、検討していきますという御答

弁もあったんですけれども、その辺は、組織体制は今後、変わっていくということなんですが、人

材に関してはどのようにお考えになっているんですか。 

○企画政策課長（吉岡朋久君） 来年度から体制について、さきの議会でもありました。ちょっと

話が出ている定住推進室というところの設置までは、まだ至っておりません。ふるさと納税部門を

企画政策課で担うというところになっていますので、外部人材のそこに対する登用は予定はしてお
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りません。 

○委員（内田美恵子君） それこそ移住定住とか、そういうところとはまだすぐには連携しないと

いうことなんですが、その辺は、まさに我孫子の魅力を発見して、それを発信して磨いていって、

それから知っていただいて、移住、定住にもつなげていきたいというようなことだと思いますので、

目的というか目指すところは同じような、同じというか共通する点が多いと思いますけれども、今

後とも、そういう体制を整備していくということはお考えになっていないんでしょうか。 

○企画政策課長（吉岡朋久君） 企画政策課の立場からの答えですと、今回、財政部から企画総務

部のほうにふるさと納税を持ってきている段階で、まず、同じ企画総務部に魅力発信室等がありま

す。ですので、これまで以上に、もちろん、財政部のときにも連携はしていたんですが、同じ部局

に入るというところで、そういった視点を持って取り組みなさいという指示だと考えておりますの

で、最終的にそういう専門の課、室というんですか、そういったものの設置というところにつなが

るほど事業が大きくなっていくことを、当然、目指しながら、我々としては、ふるさと納税事業に

取り組んでいきたいと考えております。 

○委員（内田美恵子君） 令和７年度は、そういう体制で進めていくということだと思いますけれ

ども、もう、結構赤字額がこれだけあるわけですから、そのまま放っておけばどんどん大きくなっ

ていくと思います。 

 逆に、ふるさと納税の件数が増えれば増えるほど多くなっちゃうんですよね、赤字額も。そうい

うのを見ていると、このままでは本当にどうしようもないなと思いますので、他市をいろいろなと

ころを見ていると、確かに人件費はかかりますけれども、思い切ってこれに、結構、注力している

ところも多くて、それで全てうまくいくとは限らないと思いますけれども、ぜひ、経緯を見ながら、

そういうことも、外部人材の登用みたいなこともお考えいただいたらいいのかなと思いますが、も

う一度、御答弁をお願いします。 

○企画政策課長（吉岡朋久君） よく報道等でも出ております成功市と言ったらいいのかどうかな

んですけれども、多額の寄附を集めている市町村に関しては、土地の特性が我孫子市とかなり異な

るところが正直あります。先ほど言いました工業用地とか商業用地とか、そういったところの違い

をまずは見極めた中で、現在の我孫子市としてどういった取組ができるのかというところをしっか

りと検討して、今後のふるさと納税は、我孫子市はどのような形で注力していくのかというところ

で、必要とあらば外部人材の、その分野での外部人材の登用というところは検討の余地はあるのか

なと考えております。 

○委員（内田美恵子君） 歳入の部分を見ても、本当に市に入ってくる歳入は、いわゆる稼ぐとい

うような意味でいうと、ほかにないんですよね、歳入を見ていると。ほとんどが依存財源ですし。

そうなったときに、先ほど坂巻委員もおっしゃいましたけれども、制度の云々というよりも、現実
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的にこの制度が続く限り、ここの赤字額を何とか減らしていくという工夫をしていかないと、財政

に大きな負担になっちゃうなと思いますので、やはり、発想を変えていくという必要があるのかな

と思って、庁内で皆さんが検討して、我孫子市においては、こういうふるさと納税がいいんだろう

なというふうに、今までのような視点で考えていくことも重要なことですけれども、それでうまく

いかなければ発想を大転換して、外部の方の発想を入れていくということも必要じゃないのかなと

いうふうにも思いますので、すぐにどうのこうのはできないかもしれませんが、経緯を見ながら、

そういうことも考えていただければなと思います。これは要望です。 

○委員（坂巻宗男君） ９３ページです。回収資源の売払収入です。 

 補正のほうでもやろうかなと思ったんですが、こちらのほうで扱います。 

 令和７年度、いわゆる資源ごみの回収資源の売払収入として８，１１６万９，０００円というこ

とになっていて、令和６年度の３月補正で４，０００万円増額をしてというふうな形になっており

ます。この辺で、今回、８，１００万円にした根拠、まず、この辺からお聞かせください。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後４時０９分休憩 

─────── 
午後４時１０分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○資源循環推進室長（野村勝彦君） 回収資源売払収入につきましては、予算要求を行いました１０

月の段階において、９月までの実績で、おおむね四千数百万円の状況でありまして、それをおおむ

ね２倍して、ただ、過剰に要求してしまいますと、予算として過大となってしまいますので、精査

をした上で８，１００万円という形です。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 令和６年度がベースになっているわけですけれども、今回、令和６年度で４，０００万円を３月

補正で増額しているわけなんですけれども、これはどういった要因で４，０００万円増額になった

んですか。 

○資源循環推進室長（野村勝彦君） 状況としましては、この下半期、１０月以降に入りまして、

特に金属類が高額な単価となりまして、その点を踏まえまして、今年度の中においては１億円に近

い金額までいけると見込んで補正をさせていただきました。 

○委員（坂巻宗男君） 具体的に、金属類なんかが令和６年度当初このぐらいの単価で見ていたの

が、年度途中このぐらいに変わったとか、全て挙げなくて結構なんですけれども、そういうのは挙

げられますか。 

○資源循環推進室長（野村勝彦君） 特に大きいのがアルミ缶でございまして、おおむね年間２００
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トン程度なんですけれども、当初１キログラム当たり１００円程度で見ておったのが、直近では

１７０円程度までいきまして、また、スチールの缶、金属の鉄の缶につきましても年間１５０トン

程度ではあるんですが、こちらも二十数円で見ておったのが直近では４３円ということで、このあ

たりが増額の大きい要因となっております。 

○委員（坂巻宗男君） 単純に計算すると、アルミで１，４００万円で、スチールで３，０００万

円ぐらいの増加とか、そのぐらいの見方を年間でしてトータル、多少、そのほか出っ込み引っ込み

なんかもあるから４，０００万円ぐらい増加した、今のお話でいくと、そういう感じですか。 

○資源循環推進室長（野村勝彦君） 委員のおっしゃるとおりで、各品目で計算が今手元にはない

んですけれども、積み上げた中でのものでなっております。 

○委員（坂巻宗男君） この回収資源売払収入は非常に大きな収入にもなっていて、過去の決算な

んか見ていても、令和４年度でも１億円を超える歳入になっているんですよね。 

 令和６年度でも、決算ではどうなるか分かりませんけれども、予算の３月補正の数値と当初を足

せば９，５００万円ぐらいですから、先ほどもありましたように１億円に近い額になるというふう

なことでした。 

 さっき、令和６年１０月時点で今回の８，０００万円は見込んだということなんだけれども、令

和６年度の３月補正というのは、もっと後で、当然、算出するわけですよね。それを踏まえて考え

ると、この８，０００万円というのは上振れする可能性がある、高い、そういうふうなことになる

わけですか。 

○資源循環推進室長（野村勝彦君） 委員おっしゃるとおり、８，０００万円が最低水準、来年度

の下半期次第ではありますけれども、見込みとしては８，０００万円から１億円の間でいければと

いうふうに今は考えているところです。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 その辺は適正に見積もっていただいて、場合によれば補正を出してということだと思うんですけ

れども、先ほど言ったアルミ缶の単価のキロ１７０円、スチール缶の４１円というのは、今現在も

その数値になっているというふうに見てよろしいんですか。あるいは、むしろ少し伸びてきている

とか、そういったようなこともあるのか、その辺はいかがですか。 

○資源循環推進室長（野村勝彦君） 情勢としては、その価格をキープするというイメージでおり

ます。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 この辺は、繰り返しになるんですが、適切に見ていただいて、これもこれで貴重な財源で、歳出

のほうでは、これからまさにこういったものが扱われるリサイクルセンターをどうするかというふ

うな話になってくるわけであって、こういったところと、ここで入ってくる売払収入などもトータ
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ルで見ていって、質の高いこういった資源を出すということが、実は市の歳入にもつながるという

ふうなことになってくるから、どういったリサイクルセンターをつくればいいかというようなこと

にも、当然、つながってくるわけですよね。 

 その辺は総合的に勘案しながら、今後、判断していくことになると思うんですが、繰り返しにな

るんですが、こういった資源というものが少しでもいい形で、当然、リサイクルに回るということ

がまず第一義なんだけれども、それが歳入としてもこういった形で市の財政にも寄与するというと

ころで適切に行われるように、今後もしっかりと行っていただきたいと思います。 

 最後に御答弁お願いします。 

○資源循環推進室長（野村勝彦君） ありがとうございます。 

 引き続き、適正な高い価格で引き取っていただけるような中間処理を行って引き渡していくとい

う、円滑で安定した処理を継続してまいりたいと考えております。 

 暫時休憩いたします。 

午後４時１６分休憩 

─────── 
午後４時１７分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（甲斐俊光君） ないものと認めます。 

 歳入に対する質疑を打ち切ります。 

 暫時休憩いたします。 

午後４時１７分休憩 

─────── 
午後４時２６分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

 これより歳出等について、当局の説明を求めます。 

○財政部長（中光啓子君） それでは、歳出の主な項目について概要資料を基に説明します。 

 資料の３ページを御覧ください。 

 こちらの表には、款、起債事業、予算額、主な内容、予算書と予算説明資料の該当ページを記載

していますので、後ほど合わせて御確認ください。なお、個別事業の予算額については政策的経費

のみを記載しています。款ごとの予算額は、政策的経費と経常的経費の総額が記載されていますの

で、参考までに前年度予算額との増減率を申し上げます。 
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 上から順に、款１議会費は、５．２％増の３億２，２６５万４，０００円を計上します。 

 款２総務費は、７．４％増の５１億７，６４８万９，０００円を計上します。総務費のうち、上

からシティプロモーションの推進事業は、情報発信委託料などの市の魅力を広く市内外に情報発信

するための経費です。 

 次の庁舎維持補修費は、本庁舎の防災設備や放送設備の改修などを実施します。 

 電算管理運営費は、令和７年度末までに住民記録や税、福祉などの主要２０業務を標準準拠シス

テムへ移行するための経費や本庁舎サーバー室の空調設備更新に要する経費を計上します。 

 災害非常用対策事業は、（仮称）湖北消防署の南側敷地に湖北地区防災備蓄倉庫を建築するもの

です。 

 市民センター・近隣センター等維持管理費では、老朽化した久寺家近隣センターの給排水設備を

更新します。 

 総合窓口運用事業は、我孫子行政サービスセンターの窓口業務をプロポーザル方式で特定する事

業者に委託するものです。 

 選挙管理委員会事務運営費は、国が策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行するための経費

を計上します。 

 次に、款３民生費は、６．３％増の２２９億３，３５４万８，０００円を計上します。 

 民生費のうち障害者介護給付費は、国が策定する標準仕様に準拠した障害者福祉システムへ移行

するための経費などを計上します。 

 社会福祉施設整備促進事業は、記載の認知症高齢者グループホームのほか、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所、認知症対応型デイサービスセンターを整備する事業者に対し、千葉県介護

施設等整備事業交付金を活用して補助金を交付するものです。 

 あらき園の施設維持管理費は、こども発達センターの給食をあらき園の厨房で調理し運搬するた

め、あらき園の厨房の改修と渡り廊下の設置工事を行うものです。 

 児童扶養手当支給事業は、国が策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行するための経費を計

上します。 

 保育課の施設維持補修費は、つくし野保育園での給食調理業務の委託を見据え、調理員の休憩室

や老朽化した調理室の改修工事を実施するものです。 

 保育課の一般事務費は、国が策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行するための経費を計上

します。 

 放課後対策事業運営費とあびっ子クラブ運営費は、人員不足により運営に支障を来さぬよう並木

小学校学童保育室及びあびっ子クラブの運営を民間委託するものです。 

 ４ページを御覧ください。 
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 款４衛生費は、１７．４％増の４２億７，７９７万５，０００円を計上します。 

 衛生費のうち、救急医療整備事業は、安心して子どもを育てられる環境をつくるため、市内西側

に小児専門の医療機関を開設する者に対し補助金を交付するものです。 

 資源化施設整備事業は、リサイクルセンターの整備に向け、令和７年度から令和９年度にかけて

建設予定地にある旧クリーンセンター解体及び土壌汚染対策工事を実施します。また、令和７年度

から令和８年度にかけて、リサイクルセンター整備運営事業者の決定に向けた発注支援業務を委託

します。 

 款５農林水産業費は、８．７％減の３億５９０万８，０００円を計上します。 

 款６商工費は、３．９％減の３億９，４６９万２，０００円を計上します。 

 款７土木費は、１１．９％減の３７億３，６３３万７，０００円を計上します。 

 土木費のうち道路維持管理費は、新木駅南口と布佐駅南口の街路灯をＬＥＤ化し、次の道路維持

補修費は、個別施設計画に基づく舗装工事や船戸跨線人道橋の修繕、橋梁の点検などの経費を計上

します。 

 道路新設改良事業は、御覧の３件の事業に要する経費を計上します。 

 以下に続く下ヶ戸・中里線等道路改良事業、排水施設維持補修費、手賀沼遊歩道再整備事業、公

園維持補修費は、各掲載の事業に要する経費を計上します。 

 市民バス運行事業は、平和台線の運行を支援する負担金や、あびバス布施ルートの回転広場用地

の原状回復工事費を計上します。 

 交通政策課の負担金・補助金は、成田線の補完を目的とした布佐ルートの実証運行に要する経費

を計上します。 

 駅施設維持管理費、次の下水道事業会計繰出金の内容は、記載のとおりです。 

 市営住宅維持管理費は、公営住宅等長寿命化計画に基づく給排水管等の改善工事費や設計費を計

上します。 

 ５ページを御覧ください。 

 款８消防費は、４７．９％増の３３億８，０３０万１，０００円を計上します。 

 消防費のうち消防庁舎維持補修費、次の消防施設等整備事業、消防通信・指令業務運営費の内容

は、記載のとおりです。 

 警防課の車両購入費は、（仮称）湖北消防署の開署に合わせ、救急隊を増隊するため、高規格救

急自動車１台を新規整備します。 

 警防課の施設維持管理費は、老朽化した第１３分団器具置場を（仮称）湖北消防署の南側敷地に

移転整備します。 

 款９教育費は、６．４％減の５６億３，９７１万７，０００円を計上します。 
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 教育費のうち小学校運営費は、児童の泳力向上及び学校プール施設の老朽化に伴う維持管理費削

減を目的とし、市内小学校全校の水泳学習を民間のスイミングスクールへ委託する経費を計上しま

す。 

 湖北小学校屋内運動場再建事業は、再建に向けた御覧の経費を計上します。なお、設計に当たり

必要性が生じたため、地質調査を行います。 

 中学校施設維持管理費、公民館維持管理費、鳥の博物館の施設維持管理費は、それぞれ御覧の事

業に要する経費を計上します。 

 給食運営費は、令和６年度に引き続き、第３子以降の給食費を無償化し、そのほかの児童の給食

費を月額１，０００円減額するほか、食物アレルギー等により弁当を持参している児童生徒の保護

者に補助金を交付するための経費を計上します。 

 五本松運動広場整備事業は、設計と施工を一括発注する方式により、サッカーやラグビーを中心

とした屋外競技に利用可能なグラウンドを整備する経費を計上します。 

 款１０公債費は、３．５％増の３１億２，２３７万９，０００円を計上します。 

 款１１予備費は、令和６年度と同額の１億円を計上します。 

 ６ページを御覧ください。 

 継続費について説明します。 

 こちらは予算書の８ページを掲載したものです。 

 款４衛生費、項２清掃費のリサイクルセンターに関する資源化施設整備事業は、リサイクルセン

ター整備運営事業者を選定するための発注支援業務について、令和７年度から令和８年度までの２

か年で総額３，９９４万１，０００円の継続費を設定します。 

 旧クリーンセンターに関する資源化施設整備事業、こちらはリサイクルセンターの整備に先立っ

て行う旧焼却施設の解体工事及び土壌汚染対策工事、工事監理業務について、令和７年度から令和

９年度までの３か年で総額１６億９，８１２万５，０００円の継続費を設定します。 

 款９教育費、項５保健体育費の五本松運動広場整備事業は、サッカーやラグビー等に利用可能な

グラウンドの整備に向けた設計や工事などに要する経費について、令和７年度から令和８年度まで

の２か年で総額１２億５，７５０万円の継続費を設定します。 

 ７ページを御覧ください。 

 債務負担行為について説明します。 

 こちらは予算書９ページを掲載したものです。なお、期間と限度額については、御覧の表にて御

確認いただき、私からは各事項について補足説明いたします。 

 上から順に、複合機賃貸借は、コインベンダーつきの複合機を全庁一括で導入するに当たり、賃

貸借契約を締結するため、次の庁内インフラ・セキュリティ業務委託は、テレワーク用仮想基盤の
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機器更改及びマイクロソフト３６５の導入、運用保守について、当該契約において総額の変更契約

が必要なため、次のちば電子申請システムサービス使用は、令和８年度から新たな電子申請システ

ムの使用を開始するに当たり、令和７年度に契約を締結するため、次の財務会計システム改修業務

委託は、公金収納のデジタル化に向けた財務会計システムの改修について、業務完了までに最大２

年を要し、複数年にわたる契約を締結するため、次の公共施設等包括管理業務委託は、令和８年度

以降の業務委託に先立ち、令和７年度に事業者を選定するため、次のＩＰ電話システム関連機器保

守業務委託及び賃貸借は、令和８年度以降の新たなＩＰ電話関連機器の導入に向けて、令和７年度

に事業者選定や事前準備を行うため、次のちば電子調達システム使用は、機器システムの使用が開

始される令和８年５月まで引き続き現行システムを使用するため、次の我孫子市学童保育室及びあ

びっ子クラブ運営管理業務委託は、令和８年度から令和１２年度までに委託事業者を令和７年度中

にプロポーザル方式により選定するため、次の布佐ルート運行事業は、令和８年度に予定している

本格運行への移行に当たり、認可手続やバス車両等の準備に期間を要することから、令和７年度に

運行委託先を選定するため、次の平和台線運行事業は、令和８年度から市のコミュニティバスとし

て運行するに当たり、認可手続やバス車両等の準備に期間を要することから、令和７年度に運行委

託先を選定するため、次の西消防署空調設備保守点検業務委託は、空調機器に関する１年間のメー

カー補償に引き続き、４年間のメンテナンス契約を締結するため、次の（仮称）湖北消防署に関す

る５件は、（仮称）湖北消防署の整備工事の進捗に合わせ、業務に必要な備品の整備や機器の移設

を実施するに当たり、令和７年度に契約を締結するため、次の消防指令システム賃貸借は、令和８

年度から増隊する救急自動車等に車両位置自動表示システムを設置するに当たり、令和７年度に契

約を締結するため、次の消防救急無線負担金は、千葉県市町村総合事務組合が整備した圏域一帯の

消防救急デジタル無線について、令和７年度から令和９年度にかけて、老朽化に伴う再整備を行う

に当たり、複数年度にわたる負担協定を締結するため、それぞれ債務負担行為を設定いたします。 

 最後に、８ページを御覧ください。 

 地方債について説明します。 

 こちらは予算書の１０ページを掲載したものです。 

 主な地方債は赤枠で表示したもので、一般廃棄物処理施設整備事業、排水施設改修事業、都市公

園照明灯ＬＥＤ化事業、市営住宅改修事業、（仮称）湖北消防署整備事業、西消防署庁舎改修事業、

中学校施設整備事業、五本松運動広場整備事業ですが、合わせて３１件、総額３２億１，９６０万

円の地方債限度額を設定いたします。 

 以上で一般会計歳出予算の説明を終わります。十分な御審議の上、御可決いただきますようお願

いいたします。 

○委員長（甲斐俊光君） 以上で説明は終わりました。 
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 本日の審査はここまでとし、１７日月曜日は午前１０時より会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。 

午後４時４１分散会 

 

 


